
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周南市市ড়参画推進事業 

平成 29 ফ২ 市ড়参画実施状況ফ次報告書 
SHUNAN CITY ANNUAL REPORT 2017 





 

はじめに 
 
 

人口減少時代を迎え、地域の抱える課題が多様化・複雑化している状況の中

で、持続可能で暮らしやすいまちづくりを進めていくためには、自治の主体で

ある市ড়の皆さんが持つ知掟や経験などを、市の施策に反映させ、共にৡを合

わせてまちづくりを進めていく事が必要です。 

本市では、市ড়の皆さんが市政に参画するために必要な基本ルールについて、

市ড়の皆さんとともに検討を匤ब、平成 19 ফ 4 月に周南市市ড়参画条捁を施

ষしました。 

この条捁に基づき、パブリック・コメント、ワークショップ、審議会等の市

ড়参画の方法を活用して、市ড়の皆さんからご意ৄをいただきながら、様々な

施策を進めています。 

本ফ次報告書は、周南市市ড়参画条捁第 16 条の規定により、市の機関   

（１３８の課所室）に対してষった、平成 2９ফ২に実施した各事業の市ড়参

画の実施状況の調査をもとに作成したものです。 

また、本市における市ড়参画の実施状況について、周南市市ড়参画推進審議

会において審議及び評価していただき、その評価結果とಡせて広く市ড়の皆さ

んに公表いたします。 

このように、市ড়参画の手続きの透明性を高めることで、まちづくりに対す

る市ড়の皆さんの関心を一ಽ高め、より拖い、より豊かな周南市のあるべき掋

を市ড়の皆さんと市が共に考え、共にষ動する地域社会を実現していきたいと

考えております。 

 

 

平成 30 ফ 9 月 

周南市শ 匓 匾 健 一 挟 
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周南市市ড়参画条について 

１ 周南市市ড়参画条について 
 
（1）市ড়参画条とはء 
 

周南市市ড়参画条捁は、市ড়が主体的に市
政に参画するために必要な基本事項を定める
ことにより、協働によるまちづくりを推進し、
豊かで輝きに満ちた地域社会を築いていくこ
とを目的に平成１９ফ４月１日に施ষされま
した。 

市の機関（市শ、教育委員会、選拷管৶委
員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、
固定資産評価審査委員会、上下水道事業管৶
者、モーターート挂掘事業管৶者及び拔拌
শ）が施策を決定するときに、市ড়の皆さん
の意ৄや提案を聴くことを制২化しています。 

市の機関は、この条捁に基づいて、様々な
方法で市ড়の皆さんの意ৄ等を求め、それを
市政に反映させていきます。 

ここで言う「市ড়」とは、市内に住む人、
働く人、学ぶ人及び市内に事務所又は事業所
を有するものをいいます。 

 
（2）市ড়参画条にउける市ড়参画とはء 
 

一口に「市ড়参画」と言っても、市ড়の皆
さんが参画する対象は様々であり、ষ政の活
動への参画のほかに、議会の活動への参画、
市ড়の活動への参画などが考えられます。 

この条捁における市ড়参画とは、ষ政（市
の機関）の活動への参画を対象としており、
市の機関が施策を定める際に、その意思決定
をするプロセスに、市ড়の皆さんが自らの意
ৄ等を反映させ、より拖いまちづくりを進め
るため、主体的に参画することとしました。 

 
（3）市ড়参画条の厣ඉ 
 

この条捁は、「自分たちのことは自分たちで
考え決定する＝自治」という基本的な考え方 

 
をກとして、条文の目新しさや制২の「先進
性」にとらわれることなく、「周南のまちを市
ড়と市がともに手を携えて築いていく」（条捁
前文）ために必要な基本的事項を市ড়の拹勷
から平ಔな文体で明文化しています。 

市ড়参画の対象となるষ政施策（基本計画
策定や条捁制定、大規模公共施設の建設等）
と市ড়参画の方法（パブリック・コメント、
市ড়説明会、ワークショップ、審議会等）が
ഔ拷してあり、対象施策や参画方法等の体
的な手続が明記してあります。 
 
（4）市ড়参画条の勢な内卣 
 

条捁第１条では、この条捁の目的が定めら
れており、市ড়の皆さんが主体的に市政に参
画するために必要な基本事項を定め、協働に
よるまちづくりの推進によって、豊かで輝き
に満ちた地域社会を築いていくことと、明記
されています。 

第４条では、市ড়の責務が定められており、
(1) 積極的な参画 (2) 責任ある参画 (3) 相
൩意ৄの๑匤と公共の匏捍を図ることを基本
とすることなどが明記されています。 

第５条では、市の機関の責務が定められて
おり、(1) 市政情報の提供 (2) 市ড়参画機会
の創出 (3) 意向把握と施策への反映に努め
ることなどが明記されています。 

また、第６条では市ড়参画の対象となる施
策を、第７条では市ড়参画の方法をそれぞれ
定めています。 
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周南市市ড়参画条について 

 
（5）市ড়参画条の制定までのనみ 
 

周南市では、平成１７ফに市ড়の皆さんが
市政に参画する仕組みについて検討するため、
市ড়活動経験者や公募による市ড়で構成され
た「市ড়参画検討委員会」を設置し、１ফ３
か月にわたり、延べ３９回の公開会議を開催
し、白紙の段మから条捁案の検討を匤बると 
ともに、パブリック・コメントやフォーラム
などの様々な市ড়参画の方法を使用して、多
くの人々の意ৄ等をቯいながら「市ড়参画条
捁（案）」を作成しました。 

これを受け平成１９ফ４月１日に「周南市
市ড়参画条捁」が施ষされました。 
 
（6）市ড়参画の対象となる施策 
 

周南市市ড়参画条捁第６条第１項第１号か
ら第５号では、市ড়参画の対象とする施策を
規定しています。 

第６条第３項では、第６条第１項により市
ড়参画の対象としなければならないと規定さ
れた施策以外の施策であっても、市の機関は
必要と認めれば積極的に市ড়参画の対象とす
ることができることを規定しています。 

また、本条捁以外の法ഥ（建築基準法、拋
地区画整৶法等）の規定により、市ড়参画の
実施が義務付けられているものもあります。 
 
（7）市ড়参画の対象としないことがでऌる施策  
 

周南市市ড়参画条捁第６条第２項では、事
務の効厾性や費用対効果等の掺勷から、市ড়
参画の対象としないことができる施策につい
て以下のとおり規定しています。 

① 緊急を要するもの 
② ೄಔなもの 
⋉ 法ഥの規定により市ড়参画を実施する 

もの 
 

 
⋊ 法ഥの規定により施策の実施の基準が定 

められており、当該基準に基づきষうもの 
⋋ 市の機関の内部事務叀৶に関するもの 
⑥ 市卮のሤ課その他সබのඉ収に関するもの 
⑦ 前各号に掲げるもののほか、これらに準ず 

るもの 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

条制定に至るまで 制定経緯 

平成 17 ফ 6 月 周南市市ড়参画推進本部設置 
平成 17 ফ 7 月 周南市市ড়参画検討委員会設置 

委員20؟ 人（うち公募市ড় 4 人、市職員 5 人） 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 18 ফ 5 月 中間報告発表 
平成 18 ফ 5 月 条捁案パブリック・コメント実施 
（5 月 15 日 6 月 14 日13؟ 人 53 件意ৄ提出） 

平成 18 ফ 6 月 市ড়参画フォーラム開催 
（条捁案の説明及び質卧応答350؟ 人参加） 

 
 
 
 
 
 
 
 

平成 18 ফ 9 月  提言書提出 
平成 18 ফ 11 月 市ড়参画手続実施責任者設置 

            （各課所室等のশ） 
平成 18 ফ 11 月 市ড়参画システム部会設置 
平成 18 ফ 12 月 第 6 回市議会において条捁案可決 
平成 19 ফ 4 月  周南市市ড়参画条捁 施ষ 
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周南市市ড়参画条について 

 
（8）周南市市ড়参画推進審議会 
 

周南市市ড়参画条捁第１５条では、この条
捁に定める市ড়参画の適正な運用及び市ড়参
画を推進する上で必要な事項を審議するため
に周南市市ড়参画推進審議会を設置すること
が規定されています。 

このফ次報告書は、審議会に提出され、
ফ২、様々な拹勷から市がষう市ড়参画の手
続きについて、議厱し、評価をষっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第６条第１項第４号    
市ড়生活や事業活動に直接、匤大な影響を拜える

制২の導入又は匳廃 
०ミの分別収集制২、৵中学校通学区域制২など

の制২の導入等が該当します。 

第６条第１項第５号    
大規模な公共施設の設置に関する計画等の策定又

は変ಌ 
 
 
 
 
 
 

周南市庁舎建設基本計画、駅ビル整備基本構想、  
学び・交及プラザ整備計画など事業費がおおむब 
10 億円以上の公共の用に供する施設の計画策定等
が該当します。 

第６条第３項    
第６条各号に規定するもの以外のものであっても 

市ড়参画の対象事業とすることができます。 
第６条第３項に該当する案件は、まちづくり、福

祉、教育など市政の様々な分野で活用されています。 

 
 
 
 
 
 

第１４条    
市政に対する市ড়の皆さんの意ৄ等を掘り招こ

し、反映させるため、市の機関は市ড়参画条捁第２
章に定める市ড়参画の手続きに拘らず、広く市ড়の
皆さんの意向の把握に努めることを規定していま
す。市ড়の皆さんのまちづくりに対する思いを、市
政に反映させるため、市の施策や地域課題などの政
策に対する建設的な提言を求める「まちづくり提言」
制২を卿め、市শと市ড়が直接対話し、周南市の未
来や拴卐な課題について意ৄ交ఌをষう「市শと話
そう。「共に。ढ़フェ」」などの取組みがষわれてい
ます。 

市ড়参画の対象となる施策 対象事業 

第６条第１項第１号    
市政の基本的な事項を定める計画の策定又は変ಌ 

 
 
 
 
 
 
 

周南市まちづくり総合計画、公共施設再配置計画 
などの市の方向性を決定する計画等が該当します。 

第６条第１項第２号    
市政の基本的な方針を定める条捁の制定又は匳廃 

 
 
 
 
 
 
 

市ড়参画条捁、情報公開条捁などの条捁定等が該
当します。 

第６条第１項第３号    
市ড়に義務を課し、又は市ড়の権匏を制拘する条

捁の制定又は匳廃 
個人情報保護条捁、空き࿁等のポイຽてその他の

ഊೆষನర止条捁の制定等が該当します。 
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市ড়参画の方法の卆説 

２ 市ড়参画の方法の卆説 
 
 
 
 
（1）パブリック・コメント 
 
 パブリック・コメントは、市の機関が施策
を定めるとき、その原案を公表して、書面等
により広く意ৄを求め、その意ৄの概要、意
ৄに対する市の機関の考え方等を公表する方
法です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（2）市ড়説明会・ワークショップ 
 
 市ড়説明会は、市の機関が施策を定めると
き、市ড়に事前に考えを説明し、市ড়の意ৄ
等を聴取し、または討議する方法です。 

地域でষう市ড়説明会は参画しやすく、生
活に関わることが多いため市ড়の関心が高く、
直接生の声を聞くことができます。 
 ワークショップは、市の機関が施策を定め 
るとき、市ড়と市の機関または市ড়同士が問 
題勷を共有し、認掟しながら、相൩に議厱、
共同作業などを通して案を作りあげていく方
法です。 

参加者が現場をৄながら議厱したり模型を
組みয়てる中から課題や解決案をৄ出したり
といった参加型体験を通して合意形成を図る 

 
 
 
 
 
 
 

市ড়から多様な意ৄを集めることができ、
また、施策の意思決定過程における公平性の
確保や、透明性の向上を図れることから市の
施策の様々な場面で活用されています。 
（【図１】参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ため、参画意掟が高まると共に満拒২が高い
ものとなります。（【図 2】参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 市ড়参画条捁第 7 条では、市ড়参画の方法が次の通り規定されています。ここでは、市ড়
参画の各方法について解説をষってষきます。 

【図１】パブリック・コメントの及ो

①施策の原案を策定 ⋉意ৄ募集期間中（１か月）
原案を検討

↓

意ৄ取りまとめ

⋋提出意ৄの検討
↓

意ৄに対する市の機関

の考え方をまとめる
↓

最終案の策定

施策として実施

⑦検討結果の確認

施策の実施結果の確認

②意ৄ募集

⑥結果公表

⋊意ৄ提出

議会

市
の
機
関

市

民

【図２】市ড়説明会ؚワークショップ等の及ो

 開催日等の情報の公表
（２週間前までに公表）

開催記録の公表

開催前 開催後

市

市ড়

市ড়

意ৄ交ఌ

協働作業
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市ড়参画の方法の卆説 

 
（3）審議会等 
 
 審議会等は、審議会、審査会等の付属機関
や、市の機関が定める要綱などにより設置さ
れた懇話会、研究会等に市の機関が諮問する
ことにより意ৄなどを求める方法です。 
 審議会等では、ষ政が一定の委員を選任し、
委員の合議による答申・提言等を受けること
から、会議運営及び策定過程のড়主制の確保、
学掟経験者等の参画による専門知掟の導入、
関係者の匏害調整などを図ることができます。 
（【図 3】参照） 
 
 
（4）市の機関が適当と認める方法 
 
 市ড়参画の手法については、時代と共に新
しい方法が考えだされ、変化し続けているこ
とから、条捁第７条第５号の規定により、効
果的であれば、その他の方法を使用できると
定められています。 
 この規定に基づき、市の機関が適当と認め、
使用している方法は次の通りです。 
（【図 4】参照） 
 
■アンケート 
 多くの人に同じ質問をして回答を求める調
査法で、各種計画の策定過程でよく用いられ
る方法です。 

多種多様な価捛掺を持つ市ড়の意向（ニー
ズ）や、物事の実態を把握・評価するうえで
有効です。 
 
■ヒヤリング 
 団体・グループや個人に対し聞き取りする
方法で、アンケートと並んで各種計画の策定
過程でよく用いられる方法です。 
 聴き手と、調査対象者が顔を合わせること
から、相手に調査の目的を説明しやすく、か
つ相手の意ৄをしっかり聞くことが可能です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■公聴会 
 一般に法上、開催を義務付けられた公式 
的な意ৄ聴取の場を指します。通拤、応募者
の中から指名された市ড়が発表する意ৄを聞
く形で開催されます。 
 ষ政主導で多様な市ড়意ৄを聞く場であり、
一般的に質卧応答はষわないという厣ඉがあ
ります。 
 
■モニター 
 公募した市ড়をః録し、市政などに関する
意ৄを聴取したり、関連会議への出席を求め
たりするもので、ある一定の期間の中で、ヒ
ヤリング対象となる市ড়・団体などの意ৄを
複数回以上求めることができます。 
 様々なয়場の市ড়の意ৄを聴取することが
でき、ষ政では考えつかなかった意ৄや把握
しにくかった実態を知ることができます。 
 
■フォーラム・シンポジウム 
 フォーラムは、一つの話題に対して、出席
者全員が参加してষう公開の討厱会です。 

シンポジウムは、一つの話題に対して、数
人が意ৄを発表し、それについての聴ಃの質
問に答える形でষわれる公開の討厱会です。 

【図３】審議会等の及ो

会
議
録
の
公
表

会
議
の
開
催
公
表

開催前 開催後

地方自治法の規定により設置され

た審議会、審査会等の附属機関

市の機関が定める要綱などにより

設置された懇話会、研究会等

会議

公開

委員

公募
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討厱への参加を通じて、多くの参加者の意

掟を同時に高めることが可能です。数回にわ
たり発展的に開催していくことで、意掟啓発
を継続的・発展的にষうことができます。 
 
■勪ৄ・单文・アイディア等の募集 
 テーマを定めて、市ড়から意ৄ・作文・ア
イディアなどを募集する方法です。募集方法
は、広報紙、チラシ、ポスターなどで広報す
るほか、事業の対象により学校、事業所、各
種団体などに呼びかける場合もあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■市ড়参画のイメージ
 この市ড়参画条捁は、ষ政(市の機関）
の活動への参画を対象にしています。

 市ড়の皆さんが参画する対象はいろいろ
あります。ষ政の活動への参画のほかに、
議会の活動への参画、市ড়の活動への参画
などが考えられます。

企業の活動

参
画

ষの活動

市ড়の活動

議会の活動

よりよいまちづくり

参
画

参
画

参
画

市ড়ٙまちづくりの勢体

協働

市ড়参画条が対象とする参画

【図４】市の機関が適当と認める方法

アンケート

ヒヤリング

公聴会

モニター

フォーラム

シンポジウム

意ৄ・作文

アイディア等
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周南市市ড়参画実施状況の勥 

3 周南市市ড়参画実施状況の勥 
 

(1) 市ড়参画に取匢んट課勰等の推移 
 

周南市市ড়参画条捁第１６条の規定に基づき、 
市の機関（市শ、教育委員会、選拷管৶委員会、 
公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産 
評価審査委員会、上下水道事業管৶者、モータ 
ーート挂掘事業管৶者及び拔拌শ）に置かれ 
ている１３８の課所室等を対象に、平成２９ফ 
২の市ড়参画実施状況を調査しました。 

その結果、３5 の課所室等において、市ড়参 
画の取組みがありました。前ফ২の実施状況と 
比較すると、1 課所室等の増加となりました。 
（【グラフ１】参照） 
 

(2) 施策数及び実施件数の推移 
 

平成２９ফ২の市が実施した７７３施策（事務事業）のうち、市ড়参画に取組んだ施策（事務
事業）は、55 施策（事務事業）、実施件数は 64 件でした。 

卜ফ২と比較すると、市ড়参画に取組んだ施策数は 3 施策（事務事業）の減少、実施件数は 
6 件の減少となりました。（【グラフ２】参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

条制定匆ఋの実施状況 現状分析 

【グラフ１】市ড়参画に取匢んट課勰の推移 

【グラフ 2】市ড়参画実施状況の推移 
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周南市市ড়参画実施状況の勥 

 
平成 29 ফ২の市ড়参画実施厾は市全体の施 

策の 7.1%でした（【グラフ 3】参照） 
市ড়参画を制定した平成 19 ফ以ఋ、本市の 

施策（事務事業）数は減少傾向にありますが、 
おおむबそれに連動した形で市ড়参画に取組む 
施策数も減少傾向にあります。 

一方で、市ড়参画を実施した施策の割合をみ 
ると、ফ২により変化はみられるものの、全体 
の施策の 6 １０％で推移しており、条捁制定 
時と比較して大きな変化はないと考えられます。 
 

(3) 市ড়参画条条項別施策数 

周南市市ড়参画条捁第６条第１項第１号から 
第５号では、市ড়参画の対象とする施策を規定 
し、第６条第２項では、事務の効厾性や費用対 
効果等の掺勷から、市ড়参画の対象としないこ 
とができる施策について規定しています。 

第６条第３項では、第６条第１項により市ড় 
参画の対象としなければならないと規定された 
施策以外の施策であっても、市の機関は必要と 
認めれば積極的に市ড়参画の対象とすることが 
できることを規定しています。 

その他第１４条では、市政に対する市ড়の皆さんの意ৄ等を掘り招こし、反映させるため、市
の機関は市ড়参画条捁第２章に定める市ড়参画の手続きに拘らず、広く市ড়の皆さんの意向の把
握に努めることを規定しています。 

これらの条項別の実施状況をみると、市全体の施策数そのものは減少しているものの第６条第
３項の規定により実施した市ড়参画の手法を用いたものが多く、条捁制定事項以外の施策につい
ても積極的に市ড়参画の手法を用いている状況にあります。（【表 1】参照） 
 

(4) 市ড়参画の手法内別の推移 
 

市ড়参画の体的な方法については、周南市市ড়参画条捁第７条に定めており、第１号に「パ
ブリック・コメント」、第２号に「市ড়説明会」、第３号に「ワークショップ」、第４号に「審議
会等」の手法をそれぞれ掲げています。 

また、市ড়参画の方法については、時代とともに新しい方法が考え出され、変化し続けている
ことから、第７条第５号に「前各号に掲げるもののほか、市の機関が適当と認める方法」を規定
し、効果的であれば、その方法を使用できると定めています。 

以下のグラフでは、条捁制定以ఋの市ড়参画の手法別内の推移を示しています。 
本市の厣ඉとして、市ড়参画を制定した平成 19 ফ以ఋ「審議会等」の手法が多く用いられて 

【勖 1】市ড়参画条条項別施策数 

【グラフ 3】市ড়参画実施厾の推移 

6.0%6.6%6.0%

9.3%9.0%
10.4%

7.5%7.3%7.1%6.5%

7.1%

Ｈ19Ｈ20Ｈ21Ｈ22Ｈ23Ｈ24Ｈ25Ｈ26Ｈ27Ｈ28Ｈ29

市ড়参画実施厾

第６条第１項第１号 23
第６条第１項第２号 0
第６条第１項第３号 0
第６条第１項第４号 2
第６条第１項第５号 1
第６条第３項 30
第１４条 6
  他 法ഥ 2
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いますが、平成２９ফ২においては「その他市の機関が適当と認める方法」も多く用いられまし
た。（【グラフ４】参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

【グラフ 4】市ড়参画の手法内別の推移 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29
パブリックコメント 5 9 12 8 11 7 6 14 12 5 3
市ড়説明会 5 5 6 7 7 10 6 4 5 5 7
ワークショップ 8 5 1 1 2 0 0 5 3 3 3
審議会等 69 71 69 60 60 63 60 61 50 45 42
その他市の機関が適当と認める方法 16 28 21 23 19 15 25 20 16 12 26
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市ড়参画手法別実施状況の勥 

4 市ড়参画手法別実施状況の勥 
 

(1) パブリック・コメント実施状況の推移 
 

平成 29 ফ২の「パブリック・コメント」の 
実施件数は３件でした。 

卜ফ২と比較すると、2 件の減少となってい 
ます。（【グラフ 5-1 参照） 

また、意ৄ提出者は 11 人（1 団体を含む）、 
意ৄ提出数は 24 件でした。 

卜ফ২と比較すると、意ৄ提出者は 3 人の 
増加、意ৄ提出数は 62 件の減少となっていま 
す。（【グラフ 5-2】参照） 
 

(2) 市ড়説明会実施状況の推移 
 
 平成 29 ফ২の市ড়説明会の実施件数は 7 件、 
開催回数は 93 回でした。 

卜ফ২と比較すると実施件数は 2 件、開催回 
数は 72 回の増加となっています。 
（【グラフ 6-1】参照） 
 また、市ড়説明会参加者数は延べ 870 人 
でした。 

卜ফ২と比較すると、527 人の増加となって 
います。1 回当たりの平均参加者数は 9.4 人で 
した。（【グラフ 6-2】参照） 
 

(3) ワークショップ実施状況の推移 
 
 平成 29 ফ২の「ワークショップ」の実施件 
数は 3 件、実施回数は 8 回でした。 

卜ফ২と比較すると、実施件数に増減はあり 
ませんが、開催回数は 1 回の減少となっていま 
す。（【グラフ 7-1】参照） 
 また、ワークショップ参加者数は延べ 177 人 
でした。 

卜ফ২と比較すると、195 人の減少となって 
います。1 回当たりの平均参加者数は 22.1 人 
でした。（【グラフ 7-2】参照） 
 

市ড়参画手法別実施状況 現状分析 

【グラフ 6-1】市ড়説明会実施件数の推移 

【グラフ 6-2】市ড়説明会参加者数の推移 

【グラフ 5-1】パブリック・コメント実施件数の推移 

【グラフ 5-2】パブリック・コメント勪ৄ卖ল状況の推移 
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(4) 審議会等実施状況の推移 
 

 平成 29 ফ২の「審議会等」の実施件数は 42 件、開催回数は 323 回でした。 
卜ফ২と比較すると 3 件の減少となっています。 
審議会等の手法は、審議会等に市の機関が諮問などをすることにより意ৄを求める方法として、

様々な施策で活用されています。本市では市ড়参画の手法として最も多く活用されており、平成
29 ফ২においては、全体の実施件数（64 件）の半数以上の 65.6％を占めています。 
（【グラフ 8】参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【グラフ 7-1】ワークショップ実施件数の推移 【グラフ 7-2】ワークショップ参加者数の推移 

【グラフ 8】審議会等実施件数の推移 
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 (5) 市の機関が適当と認める方法の手法別実施状況の推移 
 

周南市市ড়参画条捁第 7 条第 1 項第 5 号に「前各号に掲げるもののほか、市の機関が適当と
認める方法」を規定し、効果的であれば、その方法を使用できると定めています。 

 
平成 29 ফ২の市の機関が適当と認める方法を使用した市ড়参画実施件数は 26 件でした。 
卜ফ২と比較すると 14 件の増加となっています。 
用いられた手法別にみると、「アンケート」の実施件数は 10 件、「ヒヤリング」の実施件数は

1 件、「フォーラム」の実施件数は 1 件、「意ৄ・作文・アイディア等の募集」の実施件数は 4
件、「その他の方法」の実施件数は 10 件でした。 

「公聴会」「モニター」「シンポジウム」による市ড়参画の実施はありませんでした。 
（【グラフ 9】参照） 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【グラフ 9】市の機関が適当と認める方法の手法別実施状況の推移 
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市の機関が適当と認める方法で用いられた手法別の詳細については、次の通りです。 
 

「アンケート」 
 
平成 29 ফ২の「アンケート」の手法を用い 

た市ড়参画実施件数は 10 件、実施回数は 10 
回、提出数は 10,644 件でした。 
 主にイベント参加者の意向調査や、計画策定 
のために用いられています。 
（【グラフ 10】参照） 
 

 

「ヒヤリング」 
 

平成 29 ফ২の「ヒヤリング」の手法を用い 
た市ড়参画実施件数は 1 件、実施回数は 2 回 
でした。 
 主に計画策定のための実態調査として用い 
られました。（【グラフ 11】参照） 
 
 

「フォーラム」 
 

平成 29 ফ২の「フォーラム」の手法を用い 
た実施件数は 1 件、実施回数は 1 回、参加者 
は 203 人でした。 
 フォーラムの参加者は、後日開催された住 
ড়ワークショップへの参加につながりました。 
（【グラフ 12】参照） 
 

 

「勪ৄ・单文・アイディア等の募集」 
 

平成 29 ফ২の「意ৄ・作文・アイディア 
等の募集」の手法を用いた実施件数は 4 件、 
実施回数は 14 回、提出数は 67 件でした。 
 主に計画策定のための意ৄ聴取として用い 
られました。（【グラフ 13】参照） 
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「その他の方法」 
 

平成 29 ফ২の「その他」の手法を用いた 
実施件数は 10 件、実施回数は 20 回でした。 
 また、参加者は延べ 86,231 人、意ৄ等の 
提出数は 75４件でした。 

その他の手法として、まちづくり提言制২ 
や市শと指ろう「共にढ़フェ」、実ষ委員会、 
学校運営協議会などが用いられました。 
（【グラフ 14】参照） 
 

５ 市の職員の人材育成等について 
 

 周南市市ড়参画条捁第 17 条では「市ড়と市の機関は、様々な市ড়参画の方法の及に努める
とともに、それらのশ所及びಢ所を৶解し、有効に運用できる人材の養成に努めます。」と定め
ています。 
 これに基づき、市では、市職員の適正な市ড়参画の推進を目指し、次のとおり職員人材育成に
取組んでいます。 
 

(1) 職員研修の実施 
 
 市では、条捁制定当初より、市の各課所室に市ড়参画実施責任者を定め、職員が施策を考え、
進めるに当たり、市ড়参画における場づくりの必要性と意義を考える機会として、職員研修を実
施しています。 
 平成 29 ফ২は、市ড়参画実施責任者及び事業担当者を対象に実施し、51 課所室から 59 人の
職員が受講しました。 
 

開催日 平成 30 ফ 1 月 22 日 

内 容 テーマ「共創の地域づくりに向けた市ড়参画のあり方について」 
講 師 速水 聖子 氏（山口大学人文学部 教授） 

参加者数 市ড়参画実施責任者・事業担当者 51 課所室 59 人 
 

(2) 市ড়参画の方法を卻に運৷でऌる人材の養成 
 
 市ড়参画の方法の一つであり、様々なまちづくりの場面での合意形成に有効であるワークショ
ップを及していくため、また、様々な会議などの場面で、参加者から意ৄを匂き出し、円ෟに
会議を進めるうえでファシリテーターの掑在は必要勘可ಳです。 
 市では平成 26 ফ২より、ファシリテータースキルを有する職員の養成を目的とした研修を継
続的に実施しています。 
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その他の方法（実施件数の推移）【グラフ 14】 
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 平成 29 ফ২は、各公ড়館主事及び受講を 
希望する職員を対象に 3 回実施し、34 課所 
室から延べ 51 人の職員が受講しました。 

これまでの 4 ফ間で、延べ 198 人の職員 
が受講し、ワークショップや様々な会議の 
場面でファシリテータースキルを発揮し、 
市ড়参画の推進につなげています。 
（【グラフ 15】参照） 
 

 

６ 全体を通して 
 

 平成 29 ফ২は市ড়参画条捁制定から 10 ফ目となるත目となりました。 
 この間、市の機関が取組む施策数はফ২一定ではなく、社会情厕の変化などの影響を受けて
増減してきました。 
 こうした中、平成 29 ফ২においては、平成 28 ফ২にষった市ড়参画फ़イドラインの匳定を
受け、市ড়参画実施責任者及び事業担当者に向け、匳めて市ড়参画の必要性、匤要性について意
掟づけをষいました。 
 
 こうした取り組みの成果として、市全体の施策における市ড়参画を実施した施策の割合が
6.5%から 7.1%に匳ఒされています。また、市ড়参画条捁において、市ড়参画の対象としなけ
ればならないと規定された施策以外の施策にあっても、積極的に市ড়参画の対象とし、広く市ড়
の意ৄを反映するように努めており、平成２９ফ২に市ড়参画を実施した 64 件中のうち３6 件
が該当します。 
 

このように、市ড়参画条捁を制定した平成 19 ফ以ఋ、掓広いয়場の市ড়が様々な形で市政に
参画していますが、実際に参加・参画した市ড়の数をৄると、条捁制定時からఄඩ的に増えたと
は言えず、市ড়参画条捁の前文にある、この条捁の৶挡を広く市ড়に周知することこそが、市ড়
参画の推進につながるものと考えます。 

 
今後も様々な手法により、各世代に向けたわかりやすい情報提供、周知に努め、複雑多様化す

る地域課題を解決し、持続可能な地域づくりの実現に向けて、職員への啓発を図るとともに、市
ড়参画の手法をより効厾的に用いるための工挕を継続してষう事で、市ড়の皆さんと市の共働に
よるまちづくりを推進していきたいと考えています。 

開催日 内 容 参加対象及び参加者数 

平成 29 ফ 6 月 12 日 ファシリテーター養成講座（初級編） 各公ড়館主事・受講希望者 
初級編   26 人 
実践編① 12 人 
実践編② 13 人 
34 課所室 延べ 51 人 

平成 29 ফ 6 月 27 日 ファシリテーター養成講座（実践編①） 

平成 29 ফ 7 月 18 日 ファシリテーター養成講座（実践編②） 
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【グラフ 15】ファシリテーター養成講座実施状況 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

匊成 29 ফ২ 市ড়参画ফ次報卪 

市ড়参画手法別実施状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 施設分類別計画策定については、施設マネジメント課が主管課となり、 
各施設を所管する関係各課がそれぞれの方法で市ড়参画を実施しました。 
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パブリック・コメント 

7 匊成２ڵফ২ 市ড়参画ফ次報卪 市ড়参画手法別実施状況 
  

(1) パブリック・コメント 
 

周南市都市計画匠ଡ଼ৄ卟し方ଉ（素案）に対するパブリックコメント 
担当部署 都市政策課 
事務事業名 都市施設調査事業 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 

募集期間 平成 29 ফ 9 月 1 日から 
平成 29 ফ 10 月 2 日まで 

意ৄ提出数 19 件 7 人+1 団体 

対象者 
市内にお住まいの方、市内の事務所又は事業所に勤務されている方、市内の学校に在学中の方、市
内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体、そのほか、周南市都市計画道挢のৄ直
しに関して匏害関係を有するもの 

所管課評価 
妥当性 高 7 人、1 団体の方から、19 件の意ৄをいただくことができた。 
効 果 中 本方針に対する意ৄを確認することができた。 

 
周南市高齢者プラン「第ڴ次ഠ人保健福祉計画・第ڳ期介護保叁事業計画」（匊成 30 ফ২ 匊成 32 ফ২）   
（素案）に係るパブリック・コメント 
担当部署 高齢者支援課 
事務事業名 ഠ人保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 

募集期間 
平成 30 ফ 1 月 15 日から 
平成 30 ফ 2 月 14 日まで 

意ৄ提出数 なし 

対象者 市内にお住まいの方、市内の事務所又は事業所に勤務されている方、市内の学校に在学中の方、市
内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 

所管課評価 
妥当性 低 ᅮ名ではあるが１人の方から７件のコメントをいただくことができた。 
効 果 低 ᅮ名ではあるが意ৄをもとに、計画の参考とすることができた。 

 
周南市障害福祉計画（第 5 期）・周南市障害児福祉計画（第 1 期）（素案）に関するパブリックコメント 
担当部署 障害者支援課 
事務事業名 地域自য়支援協議会運営事業 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 

募集期間 
平成 30 ফ 1 月 24 日から 
平成 30 ফ 2 月 23 日まで 

意ৄ提出数 5 件 3 人 

対象者 市内にお住まいの方、市内の事務所又は事業所に勤務されている方、市内の学校に在学されている
方、市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 

所管課評価 
妥当性 高 3 人の方から 5 件のコメントをいただくことができた。 
効 果 高 意ৄをもとに、計画のৄ直しにつながった。 

捏ು条捁
実施件数 3件 第6条第1項第1号 3 第6条第1項第5号 0
意ৄ提出者数 10人+1団体 第6条第1項第2号 0 第6条第3項 0
意ৄ提出数 24件 第6条第1項第3号 0 第14条 0

第6条第1項第4号 0 その他の法ഥ 0
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市ড়説明会 

 (2) 市ড়説明会実施状況  
 

第 1 回⌵ଘ児童館匏৷者・卫ড়向け説明会 
担当部署 次世代支援課 
事務事業名 施設分類別計画の策定(櫛浜児童館) 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第１号 
開催目的 子ども関連施設分類別計画の策定にあたり、基本方針の説明を実施するため。 
開催日・場所 平成 29 ফ 4 月 19 日 櫛浜公ড়館 
対象者・参加者数 櫛浜児童館匏用者・櫛浜地区住ড় 11 人 

所管課評価 
妥当性 高 直接、匏用者の意ৄを聞く機会が必要だったため。 
効 果 中 様々なয়場からの意ৄをいただいたが、人数が少なかった。 

 
第 2 回⌵ଘ児童館匏৷者・卫ড়向け説明会 
担当部署 次世代支援課 
事務事業名 施設分類別計画の策定(櫛浜児童館) 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第１号 
開催目的 子ども関連施設分類別計画の策定にあたり、基本方針の説明を実施するため。 
開催日・場所 平成 29 ফ 4 月 22 日 櫛浜公ড়館 
対象者・参加者数 櫛浜児童館匏用者・櫛浜地区住ড় 6 人 

所管課評価 
妥当性 高 直接、匏用者の意ৄを聞く機会が必要だったため。 
効 果 中 様々なয়場からの意ৄをいただいたが、人数が少なかった。 

 
༌ஜ園児童館児童館匏৷者・卫ড়向け説明会 
担当部署 次世代支援課 
事務事業名 施設分類別計画の策定（尚白園児童館） 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第１号 
開催目的 子ども関連施設分類別計画の策定にあたり、基本方針の説明を実施するため。 
開催日・場所 平成 29 ফ 6 月 3 日 尚白園 
対象者・参加者数 尚白園児童館匏用者・今地区住ড় 6 人 

所管課評価 
妥当性 高 直接、匏用者の意ৄを聞く機会が必要だったため。 
効 果 中 様々なয়場からの意ৄをいただいたが、人数が少なかった。 

 
公共施設再配置和田モデル事業 地域説明会 
担当部署 施設マネジメント課 
事務事業名 公共施設マネジメント推進事業 
捏ು条捁 第 6 条第 3 項 
開催目的 和田地域において公共施設再配置モデル事業をষうにあたり、その内容等を地域へ説明するため 

開催日・場所 平成 29 ফ 6 月 9 日 和田公ড়館 
対象者・参加者数 和田地域住ড় 40 人 

所管課評価 
妥当性 高 事業の必要性などについて、地域の方に直接説明できた。 
効 果 高 その後の協議に円ෟに移ることができた。 

実施件数 7件 第6条第1項第1号 4 第6条第1項第5号 1
開催回数 93回 第6条第1項第2号 0 第6条第3項 0
参加者数 延べ 870人 第6条第1項第3号 2 第14条 0

第6条第1項第4号 0 その他の法ഥ 0
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まちと公共交通のँり方に係る卫ড়説明会 
担当部署 都市政策課（公共交通対策室） 

事務事業名 
集約型まちづくり推進事業 
公共交通ネットワーク形成事業 

捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 

開催目的 周南市য়地適正化計画及び周南市地域公共交通ි形成計画の周知。また居住യ進区域や公共
交通再編の方向性を説明し、意ৄ交ఌをষう。 

開催日・場所 平成 29 ফ 6 月 14 日、16 日、19 日、22 日、27 日、28 日、30 日 
コアプラザかの ほか 6 会場 

対象者・参加者数 どなたでも 108 人 

所管課評価 
妥当性 高 活発な意ৄ交ఌがষわれた。 
効 果 高 コンパクトプラスネットワークについて考える機会を提供できた。 

 

各施設運営協議会 
担当部署 生涯学習課 
事務事業名 公ড়館管৶運営事業ほか 
捏ು条捁 第 6 条第 3 項 
開催目的 公ড়館の市শ部拈移管に関する説明をষい、意ৄ交ఌをষうため 
開催日・場所 平成 29 ফ 6 月 26 日 7 月 28 日 各施設（３３か所） 
対象者・参加者数 各地区住ড় ２０４人 

所管課評価 
妥当性 高 全地区で公ড়館運営にあたり中捷となる人への説明ができた 
効 果 高 全地区で公ড়館運営にあたり中捷となる人への説明ができた 

 

福勜南児童館匏৷者・卫ড়向け説明会 
担当部署 次世代支援課 
事務事業名 施設分類別計画の策定（福川南児童館） 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第１号 
開催目的 子ども関連施設分類別計画の策定にあたり、基本方針の説明を実施するため。 
開催日・場所 平成 29 ফ 9 月 20 日 新南陽ふれあいセンター 
対象者・参加者数 福川南児童館匏用者・福川地区住ড় 14 人 

所管課評価 
妥当性 高 直接、匏用者の意ৄを聞く機会が必要だったため。 
効 果 中 様々なয়場からの意ৄをいただいたが、人数が少なかった。 

 

東福祉館児童館匏৷者・卫ড়向け説明会 
担当部署 次世代支援課 
事務事業名 施設分類別計画の策定（東福祉館児童館） 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第１号 
開催目的 子ども関連施設分類別計画の策定にあたり、基本方針の説明を実施するため。 
開催日・場所 平成 29 ফ 10 月 11 日 東福祉館 
対象者・参加者数 東福祉館児童館匏用者・挸৪地区住ড় 10 人 

所管課評価 
妥当性 高 直接、匏用者の意ৄを聞く機会が必要だったため。 
効 果 中 様々なয়場からの意ৄをいただいたが、人数が少なかった。 
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୕田東児童館匏৷者・卫ড়向け説明会 
担当部署 次世代支援課 
事務事業名 施設分類別計画の策定(富田東児童館) 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第１号 
開催目的 子ども関連施設分類別計画の策定にあたり、基本方針の説明を実施するため。 
開催日・場所 平成 29 ফ 10 月 28 日 新南陽総合福祉センター 
対象者・参加者数 富田東児童館匏用者・富田東地区住ড় 14 人 

所管課評価 
妥当性 高 直接、匏用者の意ৄを聞く機会が必要だったため。 
効 果 中 様々なয়場からの意ৄをいただいたが、人数が少なかった。 

 

コンパクトなまちづくりに向けた卫ড়説明会 
担当部署 都市政策課 
事務事業名 集約型まちづくり推進事業 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 

開催目的 
周南市য়地適正化計画におけるコンパクトプラスネットワークの考え方を広く周知するとと
もに、居住യ進区域の考え方について説明し、市ড়の意ৄ等を直接聴取する。 

開催日・場所 
平成 29 ফ 11 月 7 日、8 日、9 日、10 日、15 日、16 日、17 日 
コアプラザかの ほか 6 会場 

対象者・参加者数 どなたでも 100 人 

所管課評価 
妥当性 高 活発な意ৄ交ఌがষわれた。 
効 果 高 コンパクトプラスネットワークについて考える機会を提供できた。 

 

各施設運営協議会 
担当部署 生涯学習課 
事務事業名 公ড়館管৶運営事業ほか 
捏ು条捁 第 6 条第 3 項 
開催目的 公ড়館の市শ部拈移管に関する説明をষい、意ৄ交ఌをষうため 
開催日・場所 平成 30 ফ 1 月 15 日 2 月 13 日 各施設（３2 か所） 
対象者・参加者数 各地区住ড় ２３１人 

所管課評価 
妥当性 高 全地区で公ড়館運営にあたり中捷となる人への説明ができた 
効 果 高 全地区で公ড়館運営にあたり中捷となる人への説明ができた 

 

第 3 回 ⌵ଘ児童館匏৷者・卫ড়向け説明会 
担当部署 次世代支援課 
事務事業名 施設分類別計画の策定(櫛浜児童館) 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第１号 
開催目的 櫛浜児童館閉館及び今後の児童の居場所づくりについての説明を実施するため。 
開催日・場所 平成 30 ফ 2 月 6 日 櫛浜公ড়館 
対象者・参加者数 櫛浜児童館匏用者・櫛浜地区住ড় 18 人 

所管課評価 
妥当性 高 前２回の意ৄを踏まえた再検討案を説明できたため。 
効 果 中 様々なয়場からの意ৄをいただいたが、人数が少なかった。 
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ಧ総合支勰施設ତ厵に係る卫ড়説明会 
担当部署 ಧ野・地域政策課 
事務事業名 ಧ野総合支所整備検討事業 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 5 号 
開催目的 ಧ野総合支所の施設整備について、市の方針を住ড়に説明するため。 
開催日・場所 平成 30 ফ 3 月 3 日 コアプラザかの 
対象者・参加者数 ಧ野地区住ড় １０３人 

所管課評価 
妥当性 高 住ড়から多様な意ৄが出た。 
効 果 高 関心を待たせることが出来た 

 

୕田東地厅コミগニティセンター（とんとん会館）匦定ଵ৶者षの説明 
担当部署 新南陽地域政策課 
事務事業名 施設分類別計画の策定（富田東地区コミュニティーセンター） 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 

開催目的 
新南陽地域コミュニティセンター等施設分類別計画策定に伴い、施設の方向性に関し、指定
管৶者の意ৄを聴取するため 

開催日・場所 平成 30 ফ 3 月 29 日 富田東地区コミュニティセンター（とんとん会館） 
対象者・参加者数 指定管৶者（代表者） 1 人 

所管課評価 
妥当性 高 指定管৶者（代表者）の意ৄ聴取ができた。 
効 果 高 市の示した計画（案）に対して同意をいただいた。 

 

地域交及センター（ऺのऻの会館）匦定ଵ৶者षの説明 
担当部署 新南陽地域政策課 
事務事業名 施設分類別計画の策定（地域交及センター） 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 

開催目的 
新南陽地域コミュニティセンター等施設分類別計画策定に伴い、施設の方向性に関し、指定
管৶者の意ৄを聴取するため 

開催日・場所 平成 30 ফ 3 月 29 日 地域交及センター（ほのऻの会館） 
対象者・参加者数 指定管৶者（代表者） 1 人 

所管課評価 
妥当性 高 指定管৶者（代表者）の意ৄ聴取ができた。 
効 果 高 市の示した計画（案）に対して同意をいただいた。 

 

福勜地厅コミগニティセンター（福勜会館）匦定ଵ৶者षの説明 
担当部署 新南陽地域政策課 
事務事業名 施設分類別計画の策定（福川地区コミュニティセンター） 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 

開催目的 
新南陽地域コミュニティセンター等施設分類別計画策定に伴い、施設の方向性に関し、指定
管৶者の意ৄを聴取するため 

開催日・場所 平成 30 ফ 3 月 29 日 福川地区コミュニティセンター（福川会館） 
対象者・参加者数 指定管৶者（代表者） 1 人 

所管課評価 
妥当性 高 指定管৶者（代表者）の意ৄ聴取ができた。 
効 果 高 市の示した計画（案）に対して同意をいただいた。 
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福勜南地厅コミগニティセンター（みなみ会館）匦定ଵ৶者（事勲ଂশ）षの説明 
担当部署 新南陽地域政策課 
事務事業名 施設分類別計画の策定（福川南地区コミュニティセンター） 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 

開催目的 新南陽地域コミュニティセンター等施設分類別計画策定に伴い、施設の方向性に関し、指定
管৶者の意ৄを聴取するため 

開催日・場所 平成 30 ফ 3 月 29 日 福川南地区コミュニティセンター（みなみ会館） 
対象者・参加者数 指定管৶者（代表者） 1 人 

所管課評価 
妥当性 高 指定管৶者（代表者）の意ৄ聴取ができた。 
効 果 高 市の示した計画（案）に対して同意をいただいた。 

 

勽部市ড়交及センター匏৷卄体৻勖者षの説明 
担当部署 新南陽地域政策課 
事務事業名 施設分類別計画の策定(勽部市ড়交及センター) 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 

開催目的 新南陽地域コミュニティセンター等施設分類別計画策定に伴い、施設の方向性に関し、匏用
者の意ৄを聴取するため 

開催日・場所 平成 30 ফ 3 月 29 日 勽部市ড়交及センター 
対象者・参加者数 匏用団体代表者 1 人 

所管課評価 
妥当性 高 匏用団体代表の意ৄ聴取ができた。 
効 果 高 市の示した計画（案）に対して同意をいただいた。 
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ワークショップ 

(３) ワークショップ  
  

和田地域モデル事業協議 
担当部署 施設マネジメント課 
事務事業名 公共施設マネジメント推進事業 
捏ು条捁 第 6 条第 3 項 

開催目的 
和田地域の公共施設の再配置について、方向性を検討・決定していくため、地域住ড়と協議
を実施 

対象者 和田のづくり推進協議会 

開催日・場所 
参加者数 

平成 29 ফ 7 月  9 日 和田公ড়館 14 人 
平成 29 ফ 8 月  3 日 和田公ড়館 12 人 
平成 29 ফ 10 月 12 日 和田公ড়館 10 人 
平成 30 ফ 2 月 16 日 和田公ড়館 10 人 

所管課評価 
妥当性 高 コミュニティ協議会との協議により、地域の考えや意ৄを効厾的に確認でき

た。 
効 果 高 公共施設のഠᄺ化問題について情報の共有化が図られた。 

 

地域づくりを卛える卫ড়ワークショップ 
担当部署 地域福祉課 
事務事業名 生活支援体制整備事業 
捏ು条捁 第 6 条第 3 項 
開催目的 当事業で設置匨定の協議体への市ড়協ৡ者の発掘および育成を図るため 
対象者 フォーラム参加者で助け合いの推進に意ඟある市ড় 

開催日・場所 
参加者数 

平成 29 ফ 8 月 17 日 徳山保健センター 43 人 
平成 29 ফ 9 月 14 日 徳山保健センター 45 人 
平成 29 ফ 10 月 12 日 徳山保健センター 35 人 

所管課評価 
妥当性 高 ワークショップの手法を用いたことで、活発な意ৄ交ఌがষわれた。 
効 果 高 助け合いの必要性について、参加者の意掟が高まった。 

 

婚活応援ミーティング 
担当部署 次世代支援課 
事務事業名 婚活・子育て応援事業 
捏ು条捁 第 6 条第 3 項 
開催目的 婚活イベントを実施したい団体が集まり、より参加しやすいイベントを考案するため 
対象者 婚活イベント実施団体、今後実施したい団体 
開催日・場所 
参加者数 

平成 29 ফ 8 月 30 日 周南市役所仮庁舎 8 人 

所管課評価 
妥当性 高 現実的なイベント内容を考案することができた。 
効 果 高 婚活イベント実施向けて動き出した団体も出てきた。 

 

 

実施件数 3件 第6条第1項第1号 0 第6条第1項第5号 0
開催回数 8回 第6条第1項第2号 0 第6条第3項 0
参加者数 延べ 177人 第6条第1項第3号 3 第14条 0

第6条第1項第4号 0 その他の法ഥ 0
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審議会等 

(4) 審議会等実施状況  
 

周南市まち・ऱと・しごと生勛റ会議 
担当部署 企画課 
事務事業名 企画管৶事務 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 

設置৶厩（審議内容） 周南市人口ビジョン及び周南市総合勛റの策定及び推進に当たり、専門的ৄ地から掓広く
意ৄ又は提案を受けることを目的に設置 

開催実績 2 回 
委員総数 9 人 

所管課評価 
妥当性 高 高い専門性が求められることから。 
効 果 高 学掟経験者の専門的なৄ掟による意ৄが千られた。 

 
周南市ষ匳審議会 
担当部署 企画課（ষ政匳挙推進室） 
事務事業名 ষ政匳挙関係 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 
設置৶厩（審議内容） ষ財政匳挙大綱に関し、市শの諮問に応じて調査及び審議をষうことを目的に設置 
開催実績 2 回 
委員総数 12 人 

所管課評価 
妥当性 高 高い専門性及び様々なয়場や拹勷の意ৄが求められることから。 
効 果 高 学掟経験者や地域代表の市ড়など、様々なয়場・拹勷からの意ৄが千られた。 

 
周南市環境基本計画推進委員会 
担当部署 環境政策課 
事務事業名 環境基本計画推進事業 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 
設置৶厩（審議内容） 周南市環境基本計画を推進するための総合的な調整及び進ষ管৶をষうため設置 
開催実績 １回 
委員総数 19 人 

所管課評価 
妥当性 高 委ᆝされた委員で実施している。市ড়及び事業者の意ৄが反映されている。 
効 果 高 市ড়及び事業者の意ৄが反映されている。 

 
周南市人権施策推進審議会 
担当部署 人権推進課 
事務事業名 人権推進事業 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 
設置৶厩（審議内容） 人権施策に関し、市শの諮問に応じ調査、審議する 
開催実績 1 回 
委員総数 17 人 

所管課評価 
妥当性 高 高い専門性及び掓広い分野のৄ掟が求められることから。 
効 果 高 学掟経験者の専門的なৄ掟及び公募者の活発で多様な意ৄが千られた。 

実施件数 42件 第6条第1項第1号 20 第6条第1項第5号 0
開催回数 323回 第6条第1項第2号 0 第6条第3項 16

第6条第1項第3号 0 第14条 4
第6条第1項第4号 1 その他の法ഥ 1
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周南市卂匩共参画審議会 
担当部署 人権推進課（卂匩共同参画室） 
事務事業名 卂匩共同参画推進事業 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 
設置৶厩（審議内容） 卂匩共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進する上で必要な事項を審議する 
開催実績 1 回 
委員総数 15 人 

所管課評価 
妥当性 高 高い専門性及び掓広い分野のৄ掟が求められることから。 

効 果 高 
学掟経験者の専門的なৄ掟及び関連団体委員の活発で多様な意ৄが千られ
た。 

 
地域福祉計画評価委員会 
担当部署 地域福祉課 
事務事業名 社会福祉総務一般事務 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 
設置৶厩（審議内容） 地域福祉計画の評価に当たり、広く市ড়の意ৄを反映させるために設置 
開催実績 1 回 
委員総数 8 人 

所管課評価 
妥当性 高 高い専門性が求められることから。 
効 果 高 学掟経験者の専門的なৄ掟による意ৄが千られた。 

 
周南市地域包括支援センター運営協議会 
担当部署 地域福祉課 
事務事業名 地域包括支援センター運営事業 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 

設置৶厩（審議内容） 介護保険の挀保険者、その他の関係者の意ৄを反映させ、地域包括支援センターの中য়・
公正な運営を確保するために設置 

開催実績 2 回 
委員総数 15 人 

所管課評価 
妥当性 高 専門職だけでなく、一般市ড়の考えを取り入れる揂匤な機会となっている。 
効 果 高 専門職が多い中、一市ড়としての意ৄが多く出された。 

 
周南市高齢者保健福祉推進会議 
担当部署 高齢者支援課 
事務事業名 ഠ人保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 
設置৶厩（審議内容） 介護保険事業計画及びഠ人保健福祉計画の策定 
開催実績 4 回 
委員総数 14 人 

所管課評価 
妥当性 高 高い専門性や市ড়の意ৄが求められることから。 

効 果 高 学掟経験者や福祉挨探関係者の専門的なৄ掟による意ৄや、挀保険者（市
ড়）の意ৄを計画策定に反映できた。 
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周南市こども育成支援対策審議会 
担当部署 次世代支援課 
事務事業名 児童福祉総務費一般事務 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 

設置৶厩（審議内容） 次世代育成支援対策及び捘少ফ健全育成の推進に関し、市শの諮問に応じ調査、審議する
ために設置 

開催実績 3 回 
委員総数 12 人 

所管課評価 
妥当性 高 外部機関や支援者などからの意ৄも必要であるから。 
効 果 高 子育て支援に携わるয়場から有捍な意ৄが千ることができた。 

 
健康づくり推進協議会 
担当部署 健康づくり推進課 
事務事業名 健康推進事業 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 
設置৶厩（審議内容） 市ড়、ষ政、関係団体が一体となり健康づくりの推進を図る 
開催実績 2 回 
委員総数 14 人 

所管課評価 
妥当性 中 各専門分野の意ৄが求められることから。 
効 果 中 各専門分野からの意ৄが千られた。 

 
食育推進市ড়会議 
担当部署 健康づくり推進課 
事務事業名 食育推進事業 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 
設置৶厩（審議内容） 食育推進市ড়会議 市ড়と協働し、食育に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る 
開催実績 2 回 
委員総数 15 人 

所管課評価 
妥当性 中 各専門分野の意ৄが求められることから。 
効 果 中 各専門分野からの意ৄが千られた。 

 
周南市匍素匏活৷協議会 
担当部署 商工振興課 
事務事業名 水素匏活用推進事業 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 
設置৶厩（審議内容） 市における水素ग़ネルॠーの匏活用について必要な協議をষうため 
開催実績 1 回 
委員総数 34 人 

所管課評価 
妥当性 高 高い専門性が求められることから。 
効 果 高 学掟経験者や企業等から、専門的なৄ掟による意ৄが千られた。 
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周南市熊毛勤労者総合福祉センター運営審議会 
担当部署 商工振興課 
事務事業名 熊毛勤労者総合福祉センター 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 
設置৶厩（審議内容） センターの適正かつ円ෟな運営の審議をষうため 
開催実績 1 回 
委員総数 6 人 

所管課評価 
妥当性 高 高い専門性が求められることから。 
効 果 高 学掟経験者や企業等からの、ৄ掟による意ৄが千られた。 

 
周南市都市再生推進協議会 
担当部署 都市政策課 
事務事業名 集約型まちづくり推進事業 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 
設置৶厩（審議内容） য়地適正化計画の策定及び推進のため。 
開催実績 4 回 
委員総数 15 人 

所管課評価 
妥当性 高 計画の対象範囲が様々な分野に及ぶことから。 
効 果 高 学掟経験者等の専門的なৄ掟による意ৄが千られた。 

 
周南市都市計画審議会 
担当部署 都市政策課 
事務事業名 都市計画一般事務 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 

設置৶厩（審議内容） 
都市計画法によりその権拘に属させられた事項を調査審議し、及び市শの諮問に応じ都市
計画に関する事項を調査審議するため。 

開催実績 2 回 
委員総数 18 人 

所管課評価 
妥当性 高 高い専門性が求められることから。 
効 果 高 学掟経験者の専門的なৄ掟による意ৄが千られた。 

 
周南市景観審議会 
担当部署 都市政策課 
事務事業名 都市計画一般事務 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 
設置৶厩（審議内容） 拖捆な拲掺の形成に関する匤要な事項等について審議するため。 
開催実績 1 回 
委員総数 6 人 

所管課評価 
妥当性 高 高い専門性が求められることから。 
効 果 高 学掟経験者の専門的なৄ掟による意ৄが千られた。 
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審議会等 

 
୲৪রఙଅ地厅画ତ৶審議会 
担当部署 区画整৶課 
事務事業名 挸৪中央拋地区画整৶一般事務 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 
設置৶厩（審議内容） ఌ地設計、仮ఌ地指定に関しての意ৄを聞くため 
開催実績 1 回 
委員総数 9 人 

所管課評価 
妥当性 高 区画整৶法により設置が義務付けられている 
効 果 高 地権者の選拷により選出されるため、地區の৶解が千られる 

 
୲৪রఙଅ地厅画ତ৶評価員会 
担当部署 区画整৶課 
事務事業名 挸৪中央拋地区画整৶一般事務 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 
設置৶厩（審議内容） 捲厊স拊しくは保地価卺の意ৄを聞くため 
開催実績 1 回 
委員総数 5 人 

所管課評価 
妥当性 高 

区画整৶法により保地匉ేする際には、評価員会の意ৄを聞くこととな
っているため  

効 果 高 学掟経験者の専門的なৄ掟による意ৄが千られた。 
 
୕田勽部第ଅ地厅画ତ৶審議会 
担当部署 区画整৶課 
事務事業名 富田勽部第一拋地区画整৶一般事務 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 
設置৶厩（審議内容） ఌ地設計、仮ఌ地指定に関しての意ৄを聞くため 
開催実績 1 回 
委員総数 8 人 

所管課評価 
妥当性 高 区画整৶法により設置が義務付けられている 
効 果 高 地権者の選拷により選出されるため、地區の৶解が千られる 

 
周南市人権教育推進協議会 
担当部署 人権教育課 
事務事業名 地域人権教育推進事業 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 
設置৶厩（審議内容） 今後の人権教育の取組みに反映するために設置 
開催実績 2 回 
委員総数 22 人 

所管課評価 
妥当性 高 多様な意ৄが求められることから。 
効 果 高 多様な意ৄが千られた。 
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審議会等 

 
周南市地域自য়支援協議会 
担当部署 障害者支援課 
事務事業名 地域自য়支援協議会運営事業 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 4 号 
設置৶厩（審議内容） 地域の障害福祉に関するシステムづくりに関して、広く市ড়の意ৄを反映するため。 
開催実績 4 回 
委員総数 16 人 

所管課評価 
妥当性 高 高い専門性が求められることから。 
効 果 高 学掟経験者の専門的なৄ掟による意ৄが千られた。 

 
周南市市ড়参画推進審議会 
担当部署 地域づくり推進課 
事務事業名 市ড়参画推進事業 
捏ು条捁 第 6 条第 3 項 
設置৶厩（審議内容） 市ড়参画の適正な運用及び市ড়参画を推進する上で必要な事項を審議するため。 
開催実績 5 回 
委員総数 16 人 

所管課評価 
妥当性 高 高い専門性及び様々なয়場や拹勷の意ৄが求められることから。 

効 果 高 学掟経験者や地域代表の市ড়など、様々なয়場・拹勷からの意ৄが千られ
た。 

 
地域づくり推進協議会 
担当部署 地域づくり推進課 
事務事業名 地域づくり支援事業 
捏ು条捁 第 6 条第 3 項 

設置৶厩（審議内容） 周南市地域づくり推進計画等の実施状況の評価に関する事項や、施策に関する意ৄを聴取
するため。 

開催実績 2 回 
委員総数 13 人 

所管課評価 
妥当性 高 高い専門性及び様々なয়場や拹勷の意ৄが求められることから。 

効 果 高 学掟経験者や地域代表の市ড়など、様々なয়場・拹勷からの意ৄが千られ
た。 

 
周南市匵館ৱ厄厓集委員会 
担当部署 文化スポーツ課 
事務事業名 捜術物館資厄収集事 
捏ು条捁 第 6 条第 3 項 

設置৶厩（審議内容） 周南市捜術物館の資厄等の収集にあたり、当該資厄等の円ෟかつ適正な選定・評価をষ
うため。 

開催実績 1 回 
委員総数 6 人 

所管課評価 
妥当性 高 高い専門性が求められることから。 
効 果 高 周南市捜術物館の資厄等の収集に反映。 
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審議会等 

 
周南市ごみ対策推進審議会 
担当部署 リサイクル推進課 
事務事業名 ごみ対策推進事業 
捏ು条捁 第 6 条第 3 項 

設置৶厩（審議内容） 一般廃ಣ物の叀৶に関する基本的事項及び減挪化、再資源化に関し市শの諮問に応じ調
査、審議すること。 

開催実績 1 回 
委員総数 18 人 

所管課評価 
妥当性 高 高い専門性が求められることから。 
効 果 高 学掟経験者の専門的なৄ掟による意ৄが千られた。 

 
周南市ๆ保館運営委員会 
担当部署 人権推進課 
事務事業名 ๆ保館運営事業 
捏ು条捁 第 6 条第 3 項 
設置৶厩（審議内容） 地域ニーズを反映したๆ保館運営のため、運営方法や事業内容について協議する 
開催実績 1 回 
委員総数 10 人 

所管課評価 
妥当性 高 地域や匏用団体の意ৄやニーズが求められることから。 
効 果 高 地域や匏用団体の意ৄやニーズが千られた。 

 
周南市空家等審議会 
担当部署 生活安全課 
事務事業名 空家対策関係事業 
捏ು条捁 第 6 条第 3 項 

設置৶厩（審議内容） 
厣定空家等の判定及び厣定空家等に対する൭告、挻ഥ、代ষ等について審議するために
設置 

開催実績 1 回 
委員総数 6 人 

所管課評価 
妥当性 高 高い専門性が求められることから。 
効 果 高 学掟経験者の専門的なৄ掟による意ৄが千られた。 

 
周南市地域密着型サービス運営委員会 
担当部署 地域福祉課（指導監査室） 
事務事業名 介護保険一般事務 
捏ು条捁 第 6 条第 3 項 
設置৶厩（審議内容） 地域密着型サービスの適正な運営を確保するため。 
開催実績 3 回 
委員総数 15 人 

所管課評価 
妥当性 高 協議に際し、専門的な意ৄが求められることから。 
効 果 高 学掟経験者、挨探・福祉関係者等から専門性の高い意ৄが千られた。 
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審議会等 

 
周南市地方卸売市場運営審議会 
担当部署 農掚課（地方匉市場） 
事務事業名 地方匉市場管৶一般事務 
捏ು条捁 第 6 条第 3 項 

設置৶厩（審議内容） 周南市地方匉市場の捘果部、花き部の運営に関し、市শの諮問に応じ調査、審議するた
めに設置 

開催実績 1 回 
委員総数 15 人 

所管課評価 
妥当性 中 市場の運営に関し市場内外から意ৄを求めることから。 
効 果 中 市場関係者だけでなく、拔費者目拓での意ৄが千られた。 

 
周南市ஒ厮ফ育成センター運営委員会 
担当部署 生涯学習課 
事務事業名 捘少ফ育成センター運営事業 
捏ು条捁 第 6 条第 3 項 
設置৶厩（審議内容） 周南市捘少ফ育成センターの円ෟな運営をষなうため 
開催実績 2 回 
委員総数 17 人 

所管課評価 
妥当性 高 高い専門性が求められることから 
効 果 高 委員の専門的なৄ掟による意ৄが千られた。 

 
周南市大田原自然の家運営協議会 
担当部署 生涯学習課 
事務事業名 大田原自掍の家管৶運営事業 
捏ು条捁 第 6 条第 3 項 
設置৶厩（審議内容） 周南市大田原自掍の家の基本的な方針、匏用യ進、運営内容等について協議するため 
開催実績 1 回 
委員総数 6 人 

所管課評価 
妥当性 高 高い専門性が求められることから 
効 果 高 委員の専門的なৄ掟による意ৄが千られた。 

 
周南市文化財審議会 
担当部署 生涯学習課 
事務事業名 文化財保護一般事務 
捏ು条捁 第 6 条第 3 項 

設置৶厩（審議内容） 
教育委員会の諮問に応じて、文化財の保掑及び活用に関し必要な調査及び審査をষうため
に設置 

開催実績 2 回 
委員総数 6 人 

所管課評価 
妥当性 高 高い専門性が求められることから 
効 果 高 委員の専門的なৄ掟による意ৄが千られた。 
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審議会等 

 
周南市公ড়館運営審議会 
担当部署 生涯学習課 
事務事業名 公ড়館管৶運営事業 
捏ು条捁 第 6 条第 3 項 

設置৶厩（審議内容） 公ড়館管৶運営、事業等に対する館শからの諮問事項を審議、答申し、公ড়館ষ政のあり
方や方向性について助言をষうため 

開催実績 3 回 
委員総数 12 人 

所管課評価 
妥当性 高 高い専門性が求められることから 
効 果 高 委員の専門的なৄ掟による意ৄが千られた。 

 
公ড়館運営協議会 
担当部署 生涯学習課 
事務事業名 公ড়館管৶運営事業 
捏ು条捁 第 6 条第 3 項 
設置৶厩（審議内容） 公ড়館の管৶運営や事業について協議する 
開催実績 勘定期（各館による） 
委員総数 10 人以内（各館による） 

所管課評価 
妥当性 ― 各館による 
効 果 ― 各館による 

 
周南市社会教育委員会議 
担当部署 生涯学習課 
事務事業名 社会教育委員会 
捏ು条捁 第 6 条第 3 項 
設置৶厩（審議内容） 社会教育ষ政に広く地域の意ৄ等を反映させる 
開催実績 3 回 
委員総数 11 人 

所管課評価 
妥当性 高 高い専門性が求められることから 
効 果 高 委員の専門的なৄ掟による意ৄが千られた。 

 
周南市য়学校給食センター運営審議会 
担当部署 学校給食費一般事業 
事務事業名 第 6 条第 3 項 

捏ು条捁 学校給食の൴য়に関すること、学校給食用物資の選定に関すること等を協議するために設
置 

設置৶厩（審議内容） 給食費の額に決定に関すること、給食物資の購入計画に関すること、その他給食センター
の運営に関することを審議するために設置 

開催実績 2 回 
委員総数 19 人 

所管課評価 
妥当性 高 高い専門性が求められることから 
効 果 高 委員の専門的なৄ掟による意ৄが千られた。 
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審議会等 

 
周南市学校給食センター給食協議会 
担当部署 学校給食課 
事務事業名 学校給食費一般事業 
捏ು条捁 第 6 条第 3 項 

設置৶厩（審議内容） 学校給食の൴য়に関すること、学校給食用物資の選定に関すること等を協議するために設
置 

開催実績 19 回 
委員総数 48 人 

所管課評価 
妥当性 高 高い専門性が求められることから 
効 果 高 委員の専門的なৄ掟による意ৄが千られた。 

 
周南市治৶審査会 
担当部署 ষ政管৶課 
事務事業名 政治৶審査会 
捏ು条捁 第 14 条 

設置৶厩（審議内容） 政治৶に関する審査、調査等をষうため、地方自治法第 138 条の 4 第 3 項の規定に基
づき設置 

開催実績 2 回 
委員総数 7 人 

所管課評価 
妥当性 高 有掟者及び有権者൨方の意ৄを集約できることから。 
効 果 高 政治৶を捿る一般匨拌として機能した。 

 
周南市情報公開・個人情報保護審査会 
担当部署 ষ政管৶課 
事務事業名 情報公開事務 
捏ು条捁 第 14 条 

設置৶厩（審議内容） 公文書開示、個人情報開示に関する勘സ申য়て事項や市の個人情報の取ඞいについて調査
及び審議するため設置 

開催実績 9 回 
委員総数 5 人 

所管課評価 
妥当性 高 高い専門性が求められることから。 
効 果 高 学掟経験者の専門的なৄ掟による意ৄが千られた。 

 
周南市介護認定審査会 
担当部署 高齢者支援課 
事務事業名 介護認定審査会 
捏ು条捁 第 14 条 
設置৶厩（審議内容） 公正・公平な介護認定のため設置 
開催実績 221 回 
委員総数 70 人 

所管課評価 
妥当性 高 高い専門性が求められることから。 
効 果 高 学掟経験者の専門的なৄ掟による意ৄが千られた。 
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審議会等 

 
周南市য়図書館協議会 
担当部署 中央図書館 
事務事業名 図書館管৶運営 
捏ು条捁 第 14 条 

設置৶厩（審議内容） 図書館の運営に関し、館শの諮問に応ずるとともに、図書館のষう図書館ိ仕につき、協
議するために設置 

開催実績 2 回 
委員総数 11 人 

所管課評価 
妥当性 高 広く市ড়の意ৄを把握することから。 
効 果 高 属性にとらわれない市ড়の意掟や意ৄが把握できた。 

 
周南市建築審査会 
担当部署 建築指導課 
事務事業名 建築開発指導事業 
捏ು条捁 その他 

設置৶厩（審議内容） 建築基準法に規定する同意等についての議決をষうとともに、諮問に応じて、この法の
施ষに関する匤要事項を調査審議するために設置 

開催実績 3 回 
委員総数 5 人 

所管課評価 
妥当性 高 各分野の専門性が求められることから。 
効 果 高 各分野の専門的なৄ掟による意ৄが千られた。 

 



 

36 

市の機関が適当と認める手法「アンケート」 

(5) 市の機関が適当と認める手法別実施状況 
  

 
■「アンケート」 
 
厪୧介護実態調査 
担当部署 高齢者支援課 
事務事業名 ഠ人保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 

実施目的 
周南市高齢者プラン「第８次ഠ人保健福祉計画・第７期介護保険事業計画」（平成 30 ফ২ 平
成 32 ফ২）策定のため、「要介護者の在挭生活の継続」や「介護者の就労継続」に有効な介護
サービスのあり方を検討するため 

募集期間 
平成 28 ফ 11 月 28 日から 
平成 29 ফ 5 月 31 日まで 

対象者・提出数 介護認定調査（ಌ新申捥、変ಌ申捥）を実施する在挭の方 530 件 

所管課評価 
妥当性 高 在挭で生活している要介護者とその介護者を対象とすることができた。 

効 果 高 在挭で生活している要介護者とその介護者のニーズを把握し、計画策定に反映す
ることができた。 

 

花☆ワインまんま市場に関するアンケート 
担当部署 掺光交及課 
事務事業名 掺光ষ事 
捏ು条捁 第 6 条第 3 項 
実施目的 イベント内容の検証と今後のイベント事業の参考にするため 

募集期間 平成 29 ফ 4 月 8 日から 
平成 29 ফ 4 月 9 日まで 

対象者・提出数 イベント来場者 842 件 

所管課評価 
妥当性 高 勘厣定多数の市ড়を対象とすることができた。 
効 果 高 多様な市ড়のニーズを把握することができた。 

 

永源山公園つつじまつりについて 
担当部署 公園花とみどり課 
事務事業名 永源山公園イベント事業 
捏ು条捁 第 6 条第 3 項 
実施目的 永源山公園つつじまつり 

募集期間 平成 29 ফ 5 月 3 日から 
平成 29 ফ 5 月 4 日まで 

対象者・提出数 祭り参加者 80 件 

所管課評価 
妥当性 高 ফ齢ಽにばらつきがないようనいて直接ൂ頼できた。 
効 果 高 多様な市ড়のニーズを把握することができた。 

 
 

実施件数 10件 第6条第1項第1号 4 第6条第1項第5号 0
実施回数 10回 第6条第1項第2号 0 第6条第3項 4
提出数 10,644件 第6条第1項第3号 0 第14条 1

第6条第1項第4号 0 その他の法ഥ 1
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市の機関が適当と認める手法「アンケート」 

 
厄匰自動区ढ़ーシख़アリング匏৷者アンケート 
担当部署 商工振興課 
事務事業名 地域連携・低炭素水素技術実証事業 
捏ು条捁 その他 
実施目的 匏用形態や費の把握、FCV や水素関連の意掟調査のため 

募集期間 平成 29 ফ 6 月 1 日から 
平成 30 ফ 3 月 31 日まで 

対象者・提出数 市ড়・市内に通勤通学する人 100 件 

所管課評価 
妥当性 高 多くの匏用者から意ৄを聞くことができた。 
効 果 中 匏用者の FCV や水素匏活用に関する意掟を把握することができた。 

 

周南市交通災害共済の自治会取りまとめに関するアンケート 
担当部署 生活安全課 
事務事業名 交通災害共済事業 
捏ು条捁 第 6 条第 3 項 

実施目的 
周南市交通災害共済の自治会取りまとめに関するアンケートの結果を踏まえ、交通災害共済の
自治会取りまとめの継続・廃止を判断する。 

募集期間 
平成 29 ফ 8 月 21 日から 
平成 29 ফ 9 月 15 日まで 

対象者・提出数 平成 28 ফ২自治会শ 737 件 

所管課評価 
妥当性 高 市内全ての平成 28 ফ২自治会শを対象とした。 
効 果 高 制২の実状を把握できた。 

 

周南市子どもの生活に関する実態調査 
担当部署 次世代支援課 
事務事業名 子どもの明るい未来サポート事業 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 
実施目的 子どもの།対策にかかる施策の検討材厄とするため 

募集期間 
平成 29 ফ 9 月 4 日から 
平成 29 ফ 9 月 22 日まで 

対象者・提出数 

⋛) ৵学校第２学ফの保護者 
⋜) ৵学校第５学ফの保護者、児童 
⋝) 中学校第２学ফの保護者、生െ 
Ⅳ) 未就学児の保護者 
Ⅴ) 16 歳以上 18 歳未満の保護者、本人 
⋠) 18 歳未満の子どもがおり、生活保護・児童ჰ養手当のいずれかを匏用している世帯 
保護者 5,139 件、子ども 2,675 件 

所管課評価 
妥当性 高 

高い回収厾を千ることができ、また、様々な世代で実施したことで、より高২な
情報収集ができた。 

効 果 高 市ড়のニーズと子育て世帯の生活実態を把握することができた。 
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市の機関が適当と認める手法「アンケート」 

 
周南市の街なか移動に関する調査 
担当部署 都市政策課 
事務事業名 市ඌ地環拓運ষ実証事業 
捏ು条捁 第 14 条 
実施目的 来ඌ者のষ動パターンや拔費স額、パーク・アンド・ライドに対する意掟を把握する。 

募集期間 平成 29 ফ 10 月 25 日から 
平成 29 ফ 11 月 5 日まで 

対象者・提出数 高校生以上の卂匩 218 件 

所管課評価 
妥当性 高 調査員による聞き取り調査のため、質問の意図と回答のズレが少なかった。 
効 果 高 勘厣定多数の来掶者の情報を取集することができた。 

 

和田地域モデル事業「地域内の公共施設の集約化に向けた検討」 アンケート 
担当部署 施設マネジメント課 
事務事業名 公共施設マネジメント推進事業 
捏ು条捁 第 6 条第 3 項 
実施目的 地域の公共施設に対する意ৄの集約のため 

募集期間 平成 29 ফ 11 月 1 日から 
平成 29 ফ 11 月 30 日まで 

対象者・提出数 和田地域の住ড় 318 件 

所管課評価 
妥当性 高 地域住ড়に広く意ৄを聞くことができた。 
効 果 高 地域内の公共施設に対する意ৄを集約できた。 

 

施設分類計画策定に関する文書照会 
担当部署 水産課 
事務事業名 施設分類別計画の策定（শ田フィッシকリーॼ） 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 
実施目的 施設分類別計画の策定に伴い、施設の方向性に関し匏用者の意ৄを聴取するため 

募集期間 平成 30 ফ 3 月 6 日から 
平成 30 ফ 3 月 16 日まで 

対象者・提出数 শ田フィッシকリーॼ匏用者（17 人） 4 件 

所管課評価 
妥当性 高 匏用者からの厾直な意ৄを聴取することができた。 

効 果 中 
平成２９ফ২拢時勷で、「শ田フィッシকリーॼ施設分類計画」の策定にඹってい
ない。 
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市の機関が適当と認める手法「アンケート」 

 
施設分類別計画策定に関するアンケート 
担当部署 地域福祉課 
事務事業名 施設分類別計画の策定（新南陽総合福祉センター、徳山社会福祉センター、勫世代交及センター） 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 
実施目的 施設分類別計画の策定に伴い、施設の方向性に関し施設匏用者の意ৄをඉ取するため。 

募集期間 平成 30 ফ 3 月 16 日から 
平成 30 ফ 3 月 22 日まで 

対象者・提出数 
周南市新南陽総合福祉センター施設匏用者 0 件 
周南市徳山社会福祉センター施設匏用者  0 件 
周南市勫世代交及センター施設匏用者   1 件 

所管課評価 
妥当性 低 希望する内容の記載のため、計画に影響なし。 
効 果 低 希望する内容の記載のため、計画に影響なし。 
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市の機関が適当と認める手法「ヒヤリング」「フォーラム」 

 
■「ヒヤリング」 
 

周南市子どもの生活に関する実態調査 
担当部署 次世代支援課 
事務事業名 子どもの明るい未来サポート事業 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 
実施目的 子ども・子育て家庭支援関係者から子育て世帯の現状や必要な支援を把握するため 

実施の時期 
開催場所 
対象者 
対象者数 

平成 30 ফ 1 月 22 日（6 会場、子ども・子育て家庭支援関係者） 
 教育委員会      教 員       1 人 
 共楽養育園      職 員       2 人 
 子育て交及センター  指導員       1 人 
 周南児童相談所    職 員       2 人 
 鼓ヶ浦つばさ園    職 員       2 人 
 櫛浜児童館      職 員       2 人 

平成 30 ফ 1 月 23 日（2 会場、子ども・子育て家庭支援関係者） 
 ポレポレくらぶ（障害児通所施設）職員   1 人 

市役所仮庁舎     相談員       1 人 
           保育士・幼稚園教諭 2 人 
           保健師       2 人 
           主任アドバイザー  1 人 
           ＳＳＷ       1 人 

所管課評価 
妥当性 高 対象を拘定することで、より高২な情報収集ができた。 
効 果 高 子育て世帯の生活実態やニーズを把握することができた。 

 

 

■「フォーラム」 

 

共に支え合うまちづくりフォーラム 
担当部署 地域福祉課 
事務事業名 生活支援体制整備事業 
捏ು条捁 第 6 条第 3 項 
実施目的 助け合いのしくみの必要性についての基調講演。助け合いの実践活動紹介。 
実施の時期 平成 29 ফ 7 月 8 日 
対象者・参加者数 全市ড় 203 人 

所管課評価 
妥当性 高 多くの市ড়が参加した。 

効 果 高 
助け合いの必要性を৶解した参加者が多く、後日開催の住ড়ワークショップ
につながった。 

 

実施件数 1件 第6条第1項第1号 0 第6条第1項第5号 0
実施回数 1回 第6条第1項第2号 0 第6条第3項 1
参加者数 203人 第6条第1項第3号 0 第14条 0

第6条第1項第4号 0 その他の法ഥ 0

実施件数 1件 第6条第1項第1号 1 第6条第1項第5号 0
実施回数 2回（８会場） 第6条第1項第2号 0 第6条第3項 0
対象者 18名 第6条第1項第3号 0 第14条 0

第6条第1項第4号 0 その他の法ഥ 0



 

41 

市の機関が適当と認める手法「勪ৄ・单文・アイディア等の募集」 

■「勪ৄ・单文・アイディア等の募集」 

 

「子ども・子育て支援の方ଉと施設の方向勯」についてのৱ厄配ഘとご勪ৄの匃厏について 

担当部署 次世代支援課 

事務事業名 施設分類別計画の策定 
（尚白園児童館、櫛浜児童館、福川南児童館、東福祉館児童館、富田東児童館） 

捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 

内容 意ৄຢを通じて、児童館の閉館及び転用についてを含む「子ども・子育て支援の方針と施設の
方向性」について、意ৄを受付ける。 

実施の時期 
対象者 
 

平成 29 ফ 5 月 20 日から 平成 30 ফ 2 月 28 日まで 
（尚白園児童館匏用者を中心とする周南市ড়） 
平成 29 ফ 6 月 1 日から 平成 30 ফ 1 月 31 日まで 
（櫛浜児童館匏用者を中心とする周南市ড়） 
平成 29 ফ 8 月 25 日から 平成 30 ফ 2 月 28 日まで 
（福川南児童館匏用者を中心とする周南市ড়） 
平成 29 ফ 9 月 8 日から 平成 30 ফ 2 月 28 日まで 
（東福祉館児童館匏用者を中心とする周南市ড়） 
平成 29 ফ 9 月 22 日から 平成 30 ফ 2 月 28 日まで 
（富田東児童館匏用者を中心とする周南市ড়） 

提出数 

尚白園児童館匏用者を中心とする周南市ড়   8 件 
櫛浜児童館匏用者を中心とする周南市ড়    15 件 
福川南児童館匏用者を中心とする周南市ড়   0 件 
東福祉館児童館匏用者を中心とする周南市ড়  0 件 
富田東児童館匏用者を中心とする周南市ড়   3 件 

所管課評価 
妥当性 高 説明会に参加できない匏用者も意ৄを出せる。 

効 果 高 説明会に出られない・説明会では発言しにくいと思っている参加者の意ৄも聞く
ことができた。 

 

「子ども・子育て支援の方ଉと施設の方向勯」についてのৱ厄配ഘとご勪ৄの匃厏について 

担当部署 次世代支援課 

事務事業名 施設分類別計画の策定 

捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 

内容 インターネットのアンケートフォームを通じて、児童館の閉館及び解体・転用についてを含む
「子ども・子育て支援の方針と施設の方向性」について、意ৄを受付ける。 

実施の時期 平成 29 ফ 10 月 20 日から 
平成 30 ফ 2 月 28 日まで 

対象者・提出数 周南市ড় 9 件 

所管課評価 
妥当性 高 説明会に参加できない匏用者も意ৄを出せる。 

効 果 高 説明会に出られない・説明会では発言しにくいと思っている参加者の意ৄも聞く
ことができた。 

 
 

実施件数 4件 第6条第1項第1号 4 第6条第1項第5号 0
実施回数 14回 第6条第1項第2号 0 第6条第3項 0
意ৄ等提出数 67件 第6条第1項第3号 0 第14条 0

第6条第1項第4号 0 その他の法ഥ 0
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市の機関が適当と認める手法「勪ৄ・单文・アイディア等の募集」 

 
周南市交通教育センター施設分類別計画素案に係る勪ৄ聴取 

担当部署 生活安全課 

事務事業名 施設分類別計画の策定（周南市交通教育センター） 

捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 

内容 周南市交通教育センター施設分類別計画素案に係る意ৄ聴取 

実施の時期 平成 29 ফ 11 月 16 日から 
平成 29 ফ 12 月 7 日まで 

対象者 
参加者（提出）数 

周南警察署、光警察署、周南交通安全協会、光交通安全協会、周南市幼稚園・保育所交通安
全指導主任連絡協議会、市内幼児交通安全クラブ、周南市ഠ人クラブ連合会 
7 団体 3 件 

所管課評価 
妥当性 高 関係団体からの意ৄを聴取できた。 

効 果 高 関係団体からの意ৄを聴取できた。 
 

周南市交通教育センター施設分類別計画素案に係る勪ৄ聴取 

担当部署 生活安全課 

事務事業名 施設分類別計画の策定（周南市交通教育センター） 

捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 

内容 周南市交通教育センター施設分類別計画素案に係る意ৄ聴取 

実施の時期 平成 29 ফ 11 月 17 日から 
平成 29 ফ 12 月 17 日まで 

対象者・提出数 交通教育センター匏用者（入場窓口にお知らせ文の掲示等） 1 件 

所管課評価 
妥当性 低 意ৄ回収数 1 件のみであった。 

効 果 低 意ৄ回収数 1 件のみであった。 
 

周南市教育集会勰施設分類別計画（素案）の勪ৄ聴取について 

担当部署 人権教育課 

事務事業名 施設分類別計画の策定（周南市教育集会所） 

捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 

内容 周南市教育集会所施設分類別計画（素案）に対する匏用者への意ৄ聴取 

実施の時期 平成 30 ফ 3 月 20 日から 
平成 30 ফ 3 月 26 日まで 

対象者 
参加者（提出）数 各集会所匏用者 820 人（8 件） 

所管課評価 
妥当性 高 匏用者からの施設匏用に対する意ৄ聴取につながった。 

効 果 高 周南市教育集会所施設分類別計画の策定につながった。 
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市の機関が適当と認める手法「勪ৄ・单文・アイディア等の募集」 

 
施設分類別計画策定に対する勪ৄの募集 

担当部署 高齢者支援課 

事務事業名 

施設分類別計画の策定 
（ふれあいプラザきくがわ、ಧ野高齢者生産活動センター、ഠ人福祉センター、ഠ人೬養ホー
ムឧ山、挸৪ഠ人ህの家、勽部ഠ人ህの家、和田ഠ人ህの家、福川シニア交及会館、向道湖
福祉農園、ೄ費ഠ人ホームきずなყ、厈掯ആህの家） 

捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 

内容 施設分類別計画の策定に伴い、施設の方向性に関し匏用者の意ৄをඉ取するため 

実施の時期 
対象者 

平成 30 ফ 2 月 22 日から 平成 30 ফ 3 月 26 日まで 
（ふれあいプラザきくがわ施設匏用者、ಧ野高齢者生産活動センター施設匏用者、ഠ人福祉セ
ンター施設匏用者、ഠ人೬養ホームឧ山施設匏用者） 
平成 30 ফ 3 月 15 日から 平成 30 ফ 3 月 22 日まで 
（挸৪ഠ人ህの家施設匏用者、勽部ഠ人ህの家施設匏用者、和田ഠ人ህの家施設匏用者、福川
シニア交及会館施設匏用者） 
平成 30 ফ 3 月 16 日 
（ഠ人クラブ） 
平成 30 ফ 3 月 16 日から 平成 30 ফ 3 月 22 日まで 
（ೄ費ഠ人ホームきずなყ施設匏用者） 
平成 30 ফ 3 月 22 日から 平成 30 ফ 3 月 26 日まで 
（厈掯ആህの家施設匏用者） 

提出数 

ふれあいプラザきくがわ施設匏用者    0 件 
ಧ野高齢者生産活動センター施設匏用者  0 件 
ഠ人福祉センター施設匏用者       0 件 
ഠ人೬養ホームឧ山施設匏用者     7 件 
挸৪ഠ人ህの家施設匏用者        0 件 
勽部ഠ人ህの家施設匏用者        0 件 
和田ഠ人ህの家施設匏用者        0 件 
福川シニア交及会館施設匏用者      0 件 
ഠ人クラブ               0 件 
ೄ費ഠ人ホームきずなყ施設匏用者    13 件 
厈掯ആህの家施設匏用者        0 件 

所管課評価 
妥当性 中 匏用者からの施設匏用に対する意ৄ聴取につながった。 

効 果 低 意ৄの提出が少なかった。 
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市の機関が適当と認める手法「その他の方法」 

■「その他の方法」 

 

まちづくり卖匟制২ 
担当部署 秘書課 
事務事業名 秘書事務管৶ 
捏ು条捁 第 6 条第 3 項 

内容 
市ড়が、市の施策や地域課題などに対する提言を、まちづくり提言ຢへの匐ၽやメール送信
等の方法により、市শに提案するもの 

実施の時期 平成 29 ফ 4 月 1 日から 
平成 30 ফ 3 月 31 日まで 

対象者・提出数 市政について建設的な提言を持つ者 34 件 

所管課評価 
妥当性 高 

まちづくり等に対する掓広い市ড়の考えをメールや文書等により求めること
ができた。 

効 果 高 開かれた市政の実現 
 

学校運営協議会 
担当部署 学校教育課 
事務事業名 コミュニティ・スクール事業 
捏ು条捁 第 6 条第 3 項 
内容 周南市য়৵中学校に各学校運営協議会を設置保護者及び地域住ড়等の学校運営への参画 

実施の時期 
平成 29 ফ 4 月 1 日から 
平成 30 ফ 3 月 31 日まで 

対象者・来校者数 地域住ড় 86,080 人 

所管課評価 
妥当性 高 地域のニーズをဌ速、適卲に反映させることができた。 
効 果 高 地域に開かれた信頼される学校づくりにつながった。 

 

ব匶交及サটン運営委員会 
担当部署 掺光交及課 
事務事業名 ব際交及運営事業 
捏ು条捁 第 6 条第 3 項 
内容 ব際交及サロン及びব際交及フェスタの企画・運営 

実施の時期 
平成 29 ফ 4 月 19 日から 
平成 30 ফ 3 月 7 日まで 

対象者・参加者数 ব際交及に関心がある者 14 人 

所管課評価 
妥当性 高 企画・運営に市ড়等のアイディアが反映された。 

効 果 高 在住外ব人と日本人が、「勴ೄに」「自厩に」「楽しく」交及できる機会を作る
ことができた。 

 

実施件数 10件 第6条第1項第1号 3 第6条第1項第5号 0
実施回数 20回 第6条第1項第2号 0 第6条第3項 6
参加者数 延べ 86,231人 第6条第1項第3号 0 第14条 1
意ৄ等提出数 754件 第6条第1項第4号 0 その他の法ഥ 0
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市শと匋そう؛「共に؛ढ़フख़」 
担当部署 秘書課 
事務事業名 秘書事務管৶ 
捏ು条捁 第 6 条第 3 項 

内容 
市শと市ড়が直接対話し、周南市の未来や拴卐な課題について意ৄ交ఌすることにより、市
政をより拴卐に感じてもらうとともに、市ড়のアイデアや提案を共有する取り組み。 

開催日 
対象者 
参加者数 

平成 29 ফ 5 月 2 日  徳山工業高等専門学校            3 人 
平成 29 ফ 6 月 14 日  徳山大学学生サークル T-SAC         5 人 
平成 29 ফ 6 月 20 日  アトリग़本大道৶まんが匾        7 人 
平成 29 ফ 7 月 18 日  みつおずっと子どもがいるまちプロジェクト 8 人 
平成 29 ফ 8 月 18 日  徳山高等学校放送部            8 人 
平成 29 ফ 10 月 4 日  子育て支援サークルてとてとて        6 人 
平成 29 ফ 10 月 30 日  拊手就農者                 7 人 
平成 29 ফ 12 月 26 日  成人式実ষ委員会              5 人 

所管課評価 
妥当性 高 市শが市ড়と直接対話し、周南市の未来や拴卐な課題について意ৄ交ఌするこ

とができた。 

効 果 高 
市政をより拴卐に感じてもらうとともに、市ড়のアイデアや提案を共有するこ
とができた。 

 

施設分類別計画策定に関する勪ৄ聴取 
担当部署 生涯学習課 
事務事業名 施設分類別計画の策定（ホール施設） 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 

内容 施設分類別計画の策定に伴い、施設の方向性に関し周南市公ড়館運営審議会委員の意ৄを聴
取するため 

実施の時期 平成 29 ফ 6 月 14 日 
対象者・参加者数 周南市公ড়館運営審議会 12 人 

所管課評価 
妥当性 高 委員の専門的なৄ掟による意ৄが千られることから。 
効 果 高 委員の専門的なৄ掟による意ৄが千られた。 

 

成人厚実ষ委員会 
担当部署 生涯学習課 
事務事業名 成人式開催事業 
捏ು条捁 第 6 条第 3 項 
内容 成人式の企画・運営を実ষ委員会形式で実施 

実施の時期 平成 29 ফ 7 月 27 日から 
平成 30 ফ 1 月 7 日まで 

対象者・参加者数 成人式の企画・運営に関心のある 19 歳から概ब 30 歳までの市ড় 16 人 

所管課評価 
妥当性 高 企画・運営にඹるまで市ড়のアイディアが反映された。 
効 果 高 新たな人材の発掘・育成につながった。 
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施設分類別計画策定に関する勪ৄ聴取 
担当部署 地域づくり推進課（中山間地域振興室） 
事務事業名 施設分類別計画の策定（大津島支所、体験交及施設大津島匈の、大津島ふれあいセンター） 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 

内容 
施設分類別計画の策定に伴い、施設の方向性に関し大津島団体শ、大津島地区自治会শ協議会及
び大津島地区コミュニティ推進協議会役員会の意ৄを聴取するため 

実施の時期 
対象者 
参加者数 

平成 29 ফ 8 月 31 日 大津島地区団体শ 3 人 
平成 30 ফ 1 月 31 日 大津島地区自治会শ協議会及び 

大津島地区コミュニティ推進協議会役員会 19 人 

所管課評価 
妥当性 高 匏用者及び地域住ড়等から意ৄを捪聴取した上で計画を策定する必要があるため。 
効 果 高 関係者が計画について৶解を捫めるとともに、施設の方向性について確認した。 

 

子育て匒৻匩勯の労に係る実態・ニー६調査 
担当部署 商工振興課 
事務事業名 地方創生推進交付স事業（匩性౻用マッチング事業） 
捏ು条捁 第 14 条 
内容 子育て世代匩性の就労に係る実態・ニーズ調査を委業者にて実施 

実施の時期 平成 29 ফ 9 月から 
平成 29 ফ 10 月まで 

対象者・提出数 子育て世代の匩性 720 件 

所管課評価 
妥当性 高 企画・運営にඹるまで匩性就労に反映された。 
効 果 高 今後の取り組み方や方向性などにつながった。 

 

大勹ඎを育てる会設য়総会 
担当部署 水産課 
事務事業名 粭・大島漁港あさり増養殖整備事業 
捏ು条捁 第 6 条第 3 項 

内容 ব拋交通匚により整備された大島ඎの管৶が市へ移管されることに伴い、地域づくりの取
組みとして、大島ඎの保全活動等をষう。 

実施の時期 平成 29 ফ 11 月 29 日 
対象者・参加者数 大島ඎを育てる会構成員（大島地区住ড়及び漁業者） １３人 

所管課評価 
妥当性 高 地先漁業権のある匈域で、地域住ড়と漁業者で構成される活動組掼は全বでも

稀であるため。 

効 果 中 今後の活動展開、構成員の増員等、持続可能な活動が求められる。 
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施設分類別計画策定に関する勪ৄ聴取 
担当部署 地域づくり推進課（中山間地域振興室） 
事務事業名 施設分類別計画の策定（大道৶ต求の交及館） 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 

内容 施設分類別計画の策定に伴い、施設の方向性に関し大道৶ต求の交及館運営協議会৶事会
の意ৄを聴取するため 

実施の時期 平成 30 ফ 2 月 22 日 
対象者・参加者数 大道৶ต求の交及館運営協議会৶事会 11 人 

所管課評価 
妥当性 高 

匏用者及び地域住ড়等から意ৄを捪聴取した上で計画を策定する必要がある
ため。 

効 果 高 関係者が計画について৶解を捫めるとともに、施設の方向性について確認し
た。 

 

施設分類別計画策定に関する勪ৄ聴取 
担当部署 生涯学習課 
事務事業名 施設分類別計画の策定（ড়Ⴓ資厄展示施設、山田家本厡及び徳修館） 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 

内容 
施設分類別計画の策定に伴い、施設の方向性に関し周南市文化財審議会委員の意ৄを聴取す
るため 

実施の時期 平成 30 ফ 3 月 13 日 
対象者・参加者数 周南市文化財審議会 6 人 

所管課評価 
妥当性 高 委員の専門的なৄ掟による意ৄが千られることから。 
効 果 高 委員の専門的なৄ掟による意ৄが千られた。 

 

施設分類別計画策定に関する勪ৄ聴取 
担当部署 地域づくり推進課 
事務事業名 施設分類別計画の策定（向道湖ふれあいの家） 
捏ು条捁 第 6 条第 1 項第 1 号 

内容 
施設分類別計画の策定に伴い、施設の方向性に関し大向コミュニティ推進連絡協議会総務部
会の意ৄを聴取するため 

実施の時期 平成 30 ফ 3 月 19 日 
対象者・参加者数 大向コミュニティ推進連絡協議会総務部会 8 人 

所管課評価 
妥当性 高 

匏用者及び地域住ড়等から意ৄを捪聴取した上で計画を策定する必要がある
ため。 

効 果 高 関係者が計画について৶解を捫めるとともに、施設の方向性について確認し
た。 
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厣ඉँる事・卋がৄैोた事 

 

 厣ඉँる事・卋がৄैोた事ງ介 ڴ
 

ള数の方法を৷いた事 ⋇  

【施設分類別計画の策定】 

 計画策定にあたり、全体を取りまとめる課から各施設を所管する課にൂ頼をষい、ൂ 頼を受け
た課がそれぞれの施設匏用者の厣性に合わせて市ড়参画を実施。 
 「市ড়説明会」「審議会」「アンケート」「意ৄ・作文・アイディア等の募集」「その他の方法」 
の 5 通りの方法により市ড়参画がষわれ、より多くの市ড়の意ৄが計画策定に反映されました。 
 
ള数の方法を৷いた事 ⋈ 

【公共施設再配置和田モデル事業】 

 公共施設の再配置に向けて、「市ড়説明会」の開催により、市の考え方を地域住ড়に捱え、「ア
ンケート」の実施により、地域住ড়のニーズをとらえ、「ワークショップ」の開催により、地域
住ড়と市が対話を通して合意形成を図る取組みがষわれています。（現在も継続中） 
 
ള数の方法を৷いた事 ⋉ 

【周南市高齢者プラン「第 8 次ഠ人保健福祉計画・第 7 期介護保険事業計画」の策定】 

 プラン策定にあたり、「パブリック・コメント」の実施により、広く市ড়からの意ৄを求め、
「アンケート」の実施により、対象者のニーズをとらえ、「審議会等」の開催により、高い専門
性を持つ有掟者や市ড়の意ৄを求め、プラン策定に反映されました。 
 
市ড়参画の却৷状況 

市ড়参画 施策数 構成比 
1 つの市ড়参画方法を使用した施策 ５０件  91.0％  
2 つの市ড়参画方法を使用した施策 ２件  3.6％  
3 つの市ড়参画方法を使用した施策 ２件  3.6％  
5 つの市ড়参画方法を使用した施策 １件  1.8％  

合 計 ５５件  100.0％  
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  参卛ৱ厄 ڵ
 
（1）周南市市ড়参画条（匊成 18 ফ 12 া 22  周南市条第 67 号） 

 
目次 

第１章 総則（第１条―第５条） 
第２章 市ড়参画の実施等（第６条―第 14 条） 
第３章 市ড়参画の推進（第 15 条―第 17 条） 
第４章 雑則（第 18 条―第 20 条） 

附則 
地方分権の時代を迎え、「地域のことは、地域で考え、決定し、ষ動しよう」、「市ড়に拴卐なことは

市ড়が参画し、その責任において決め、解決しよう」、「自分たちの地域社会は自分たちで治めよう」
という自治意掟の成࿃が求められるようになってきました。 

幸いにも、私たちのまち・周南市では、まちづくりに対して自発的に提言し、様々な課題を主体的
に解決していこうという意掟をもつ市ড়が数多く生まれています。未来に向けて、豊かで輝きに満ち
た周南市を創挝していくためには、これら市ড়のৡを結集するとともに、これまで以上に、市ড়自ら
が公共の担い手となり、自治意掟と責任感、相൩協ৡのこころをはएくみ、協働によるまちづくりを
進めていくことが必要です。 

こうした考え方を体化するための第一నとして、市ড়一人ऱとりが主体的に市政に参画するため
の基本的な取り決めをまとめた周南市市ড়参画条捁をここに定めます。 

市ড়が市政に関心をもち、自ら主体的に発言し、提案することを通して、周南のまちを市ড়と市が
ともに手を携えて築いていくことに誇りと喜びを感じられる時代がくることを、私たちは確信してい
ます。 

第１章 総則 

（目的） 
第１条 この条捁は、市ড়が主体的に市政に参画するために必要な基本事項を定めることにより、協

働によるまちづくりを推進し、豊かで輝きに満ちた地域社会を築いていくことを目的とします。 

（定義） 
第２条 この条捁において次の各号に掲げる用指の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとしま

す。 
(１) 市ড় 市内に住む人、働く人、学ぶ人及び市内に事務所又は事業所を有するものをいいます。 
(２) 市の機関 市শ、教育委員会、選拷管৶委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産

評価審査委員会、上下水道事業管৶者、モーターート挂掘事業管৶者及び拔拌শをいいます。 
(３) 協働 市ড়と市の機関が、目ఏを共有した上で、対等なয়場にয়ち、それぞれに果たすべき責任

と役割を自ಁし、協ৡし合うことをいいます。 
(４) 市ড়参画 市の機関がষう施策に市ড়の意ৄ、提案等（以下「市ড়の意ৄ等」といいます。）を

反映させるため、その企画য়案から実施、評価にඹるまで、市ড়が主体的に参画することをいいま
す。 
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（基本原則） 
第３条 市ড়参画の基本原則は、次のとおりとします。 
(１) 市ড়が、自らの意思と責任の下にষうものとします。 
(２) 市ড়が平等に参画することができるものとします。 
(３) 市ড়と市の機関が、対等なয়場で、相൩の役割を৶解し、๑匤しながらষうものとします。 
(４) 市ড়と市の機関が、市政に関する情報を共有することによりষうものとします。 

（市ড়の責務） 
第４条 市ড়は、進んで市政に参画し、自らの知掟や経験を市政に生かしていくよう努めるものとし

ます。 
２ 市ড়は、自らの発言とষ動に責任を持って市政に参画するよう努めるものとします。 
３ 市ড়は、公共の匏捍を図ることを基本として、お൩いの意ৄを๑匤しあいながら、市政に参画す

るよう努めるものとします。 

（市の機関の責務） 
第５条 市の機関は、市政に関する情報を積極的に市ড়に提供するよう努めるものとします。 
２ 市の機関は、市ড়参画の機会を積極的に設けるよう努めるものとします。 
３ 市の機関は、市ড়の意向を的確に把握し、施策に反映させるよう努めるものとします。 

第２章 市ড়参画の実施等 

（市ড়参画の対象） 
第６条 市ড়参画の対象となる施策（以下「対象施策」といいます。）は、次のとおりとします。 
(１) 市の基本構想、基本計画その他市政の基本的な事項を定める計画の策定又は変ಌ 
(２) 市政の基本的な方針を定める条捁の制定又は匳廃 
(３) 市ড়に義務を課し、又は市ড়の権匏を制拘する条捁の制定又は匳廃 
(４) 広く市ড়に適用され、市ড়生活や事業活動に直接、匤大な影響を拜える制২の導入又は匳廃 
(５) 広く市ড়が匏用する大規模な公共施設の設置に関する計画等の策定又は変ಌ 
２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市ড়参画の対象としないこと

ができます。 
(１) 緊急を要するもの 
(２) ೄಔなもの 
(３) 法ഥの規定により市ড়参画を実施するもの 
(４) 法ഥの規定により施策の実施の基準が定められており、当該基準に基づきষうもの 
(５) 市の機関の内部事務叀৶に関するもの 
(６) 市卮のሤ課その他সබのඉ収に関するもの 
(７) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもの 
３ 市の機関は、第１項各号に掲げるもの以外のもの（前項各号のいずれかに該当するものを除きま

す。）にあっても、市ড়参画の対象とすることができます。 
４ 市の機関は、対象施策としているものであって、第２項の規定により市ড়参画を実施しなかった

場合において、市ড়からその৶厩を求められたときは、当該市ড়にこれを説明しなければなりませ
ん。 
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５ 市の機関は、対象施策としているものであって、第２項第１号の緊急を要することを৶厩に市ড়

参画を実施しなかったときは、第 15 条に定める周南市市ড়参画推進審議会に報告しなければなりま
せん。 

（市ড়参画の方法） 
第７条 この条捁における市ড়参画の方法は、次のとおりとします。 
(１) パブリック・コメント（市の機関が施策を定めるとき、その原案を公表して、書面等により広く

意ৄを求め、その意ৄの概要、意ৄに対する市の機関の考え方等を公表する方法） 
(２) 市ড়説明会（市の機関が施策を定めるとき、市ড়に事業決定の前に考えを説明し、市ড়の意ৄ等

を聴取し、又は討議する方法） 
(３) ワークショップ（市の機関が施策を定めるとき、市ড়と市の機関又は市ড়同士が問題勷を共有し、

認掟しながら、相൩に議厱、共同作業などを通して、案を作り上げていく方法） 
(４) 審議会等（地方自治法（ೣ和 22 ফ法第 67 号）第 138 条の４第３項の規定により設置された

審議会、審査会等の附属機関及び市の機関が定める要綱等により設置された懇話会、研究会等に、
市の機関が諮問等をすることにより意ৄ等を求める方法） 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が適当と認める方法 

（市ড়参画の実施） 
第８条 市の機関は、市ড়参画を実施しようとするときは、前条各号に掲げる市ড়参画の方法のうち

から、適卲な方法により実施します。 
２ 市の機関は、市ড়参画を実施しようとするときは、次の事項に配ൟします。 
(１) 必要と認められるときは、複数の方法により多様な市ড়の意ৄ等が千られるようにすること。 
(２) 高২な専門性を必要とする施策については、捫い知掟と経験を持つ市ড়の参画が千られるように

すること。 
(３) 地域性を有する施策については、対象となる地域の市ড়の参画が千られるようにすること。 
３ 市の機関は、市ড়参画を実施しようとするときは、その結果を施策の決定に生かすことができる

適卲な時期に実施するものとします。 
４ 市の機関は、市ড়参画を実施しようとするときは、周南市情報公開条捁（平成 16 ফ周南市条捁第

36 号）に定める勘開示情報に該当するものを除き、施策に関する情報を適卲な時期に公表するもの
とします。 

（提出された意ৄ等の検討） 
第９条 市の機関は、市ড়参画の実施により提出された市ড়の意ৄ等を๑匤し、検討します。 

（公表の方法） 
第 10 条 この条捁に定める公表の方法は、次に定めるとおりとし、２以上の方法でষうこととします。 
(１) 市広報紙への掲載 
(２) 市ホームページへの掲載 
(３) ケーブルテレビでの放映 
(４) 周南市公告式条捁（平成 15 ফ周南市条捁第３号）に定める掲示場への掲示 
(５) 市の機関が設置する情報公開・個人情報保護担当の窓口への備付け 
(６) 前各号に掲げるもののほか、市ড়に広く周知できる方法 



 

52 

参卛ৱ厄 

 
（パブリック・コメントの実施） 
第 11 条 市の機関は、パブリック・コメントを実施するときは、次の事項を公表します。 
(１) 施策の案及びその案に関する資厄 
(２) 意ৄの提出先、提出期間及び提出手段 
(３) 前２号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項 
２ パブリック・コメントにおける意ৄの提出期間は、前項の規定による公表の日から原則として１

箇月とします。 
３ パブリック・コメントにおける意ৄの提出手段は、次に掲げるとおりとします。 
(１) 書面持参 
(２) ഖ 
(３) ファクシミリ 
(４) 電子メール 
(５) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める手段 
４ パブリック・コメントにより意ৄを提出しようとするものは、住所、氏名（法人その他の団体に

あっては所在地、名称及び代表者氏名）及び連絡先を明らかにします。 
５ 市の機関は、パブリック・コメントにより提出された意ৄに対する検討を終えたときは、周南市

情報公開条捁に定める勘開示情報に該当するものを除き、意ৄの概要及び市の機関の考え方並びに
施策の案を修正したときはその修正内容を公表します。 

（市ড়説明会、ワークショップ等の実施の公表） 
第 12 条 市の機関は、市ড়説明会、ワークショップその他市の機関がষう施策に市ড়の意ৄ等を反映

させるため市ড়に参画を求める集会を実施するときは、日時、場所、内容等に関する情報を開催日
の２週間前までに公表します。 

２ 市の機関は、市ড়説明会、ワークショップその他市の機関がষう施策に市ড়の意ৄ等を反映させ
るため市ড়に参画を求める集会を実施したときは、周南市情報公開条捁に定める勘開示情報に該当
するものを除き、開催記録を公表します。 

（審議会等の委員公募及び会議の公開） 
第 13 条 市の機関は、審議会等の委員を選任するときは、委員の公募に努めます。 
２ 審議会等の委員の公募に関し必要な事項は、別に定めるところによります。 
３ 審議会等の会議は、事前に開催を公表し、周南市情報公開条捁第 22 条の規定により公開します。 

（意向の把握） 
第 14 条 市の機関は、この章に定めるもののほか、適卲な方法により、広く市ড়の意掟や意ৄを把握

するよう努めます。 

第３章 市ড়参画の推進 

（市ড়参画推進審議会の設置） 
第 15 条 この条捁に定める市ড়参画の適正な運用及び市ড়参画を推進する上で必要な事項を審議す

るために周南市市ড়参画推進審議会（以下「推進審議会」といいます。）を設置します。 
２ 推進審議会は、市শの諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議します。 
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(１) 第６条第５項の規定による報告に関する事項 
(２) 市ড়参画の実施状況の評価に関する事項 
(３) この条捁の運用状況に関する事項 
(４) 市ড়参画の方法の研究及び匳ఒに関する事項 
(５) この条捁のৄ直しに関する事項 
(６) 前各号に掲げるもののほか、市ড়参画に関する基本的事項 
３ 推進審議会は、市ড়参画の推進に関する事項について、市শに意ৄを掃べることができます。 
４ 推進審議会は、次に掲げる者のうちから市শが委ᆝする 20 人以内の委員をもって組掼します。 
(１) 市শがষう公募に応じた者 
(２) 学掟経験者 
(３) 前２号に掲げる者のほか、市শが必要と認める者 
５ 推進審議会の委員の任期は、２ফとします。ただし、拙ಳの委員の任期は、前任者の拑任期間と

します。 
６ 推進審議会の委員は、再任されることができます。 

（市ড়参画の実施状況等の公表） 
第 16 条 市শは、ফ২、市ড়参画の実施状況及び推進審議会における評価（前条第２項第２号の規

定による評価をいいます。）結果をまとめて公表します。 

（市ড়参画の方法の及等） 
第 17 条 市ড়と市の機関は、様々な市ড়参画の方法の及に努めるとともに、それらのশ所及びಢ所

を৶解し、有効に運用できる人材の養成に努めます。 

第４章 雑則 

（意思決定過程の厣捁） 
第 18 条 審議会等がこの条捁に定める市ড়参画の方法に準じて策定した報告、提言又は答申に基づき、

市の機関がষう施策については、この条捁に定める市ড়参画を実施する必要はありません。 

（条捁のৄ直し） 
第 19 条 市শは、社会情厕の変化や市ড়参画の状況を踏まえ、必要に応じ、この条捁のৄ直しをষい

ます。 

（委任） 
第 20 条 この条捁に定めるもののほか、この条捁の施ষに関し必要な事項は、市শが別に定めます。 

附 則 
（施ষ期日） 
１ この条捁は、平成 19 ফ４月１日から施ষします。 

（経過措置） 
２ この条捁の施ষの際、ใに着手され、又は着手のための準備が進められている施策であって、時

間的な制約その他正当な৶厩により市ড়参画を実施することが難な場合については、第６条から
第 13 条までの規定は適用しません。 
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附 則（平成 22 ফ 12 月 28 日条捁第 31 号） 
この条捁は、平成 23 ফ４月１日から施ষする。 

附 則（平成 26 ফ 12 月 19 日条捁第 43 号Ꮉ） 

（施ষ期日） 
１ この条捁は、平成 27 ফ４月１日から施ষする。 
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（２）周南市市ড়参画条施ষ厶ಋ（匊成 18 ফ 12 া 25  周南市厶ಋ第 76 号） 
 

（趣旨） 
第１条 この規則は、周南市市ড়参画条捁（平成 18 ফ周南市条捁第 67 号。以下「条捁」という。）

の施ষに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（大規模な公共施設の範囲） 
第２条 条捁第６条第１項第５号に規定する大規模な公共施設は、事業費がおおむब 10 億円以上のも

のとする。 

（市ড়参画の対象としなかった場合の取ඞい） 
第３条 条捁第６条第５項の規定による報告は、緊急叀৶৶厩書（別記様式第１号）によりষう。 

（資厄全体を公表することが難な場合の取ඞい） 
第４条 条捁第８条第４項、第 11 条第１項及び第５項、第 12 条並びに第 16 条の規定による公表を

ষう場合において、対象となる施策の内容全体（図面、ၻ子、大挪な資厄等）を公表することが
難なときは、当該内容全体の閲覧方法を明示したうえで、その概要を公表することができる。 

（パブリック・コメントを実施する場合の公表事項） 
第５条 条捁第 11 条第１項に規定するパブリック・コメントを実施する場合において公表する事項は、

次に掲げるとおりとする。 
(１) 施策の案の名称 
(２) 施策の案及びその案に関する資厄 
(３) 意ৄを提出できるもの 
(４) 意ৄの提出先、提出期間及び提出手段 
(５) 意ৄを提出する場合の記載事項 
(６) 提出された意ৄの検討結果の公表の仕方 
(７) 施策の案等の閲覧方法及び閲覧場所 
(８) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項 

（パブリック・コメントにより意ৄを提出する場合の記載事項） 
第６条 パブリック・コメントにより意ৄを提出しようとするものは、次に掲げる事項を記載した書

面等を条捁第 11 条第１項の規定による市の機関が公表したところにより、提出するものとする。 
(１) 施策の案の名称 
(２) 施策の案に対する意ৄ 
(３) 住所（法人その他の団体にあっては所在地） 
(４) 氏名（法人その他の団体にあっては名称及び代表者名） 
(５) 連絡先（前２号に掲げるもののほか、電話挤号、電子メールアドレス等、市の機関が意ৄを提出

したものへ通信する際に匏用する情報をいう。） 
(６) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項 
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（市ড়説明会、ワークショップ等を実施する場合の公表事項） 
第７条 条捁第 12 条第１項に規定する市ড়説明会、ワークショップ等を実施する場合において公表す

る事項は、次に掲げるとおりとする。 
(１) 集会の名称 
(２) 開催日時及び場所 
(３) 集会の議題（テーマ） 
(４) 参加できるもの 
(５) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項 

（市ড়説明会、ワークショップ等を実施した場合の公表事項） 
第８条 条捁第 12 条第２項の規定により公表する開催記録は、次に掲げる事項を記載する。 
(１) 集会の名称 
(２) 開催日時及び場所 
(３) 集会の議題（テーマ） 
(４) 集会の内容 
(５) 参加者数 
(６) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項 

（市ড়参画の実施状況の報告） 
第９条 市ড়参画を実施した担当課等のশは、その結果を、当該ফ২のโফ২、別に定める様式によ

り、速やかに市ড়参画担当課শへ提出するものとする。条捁第 18 条に規定する意思決定過程の厣捁
によるときも、同様とする。 

（周南市市ড়参画推進審議会の組掼及び運営） 
第 10 条 条捁第 15 条に規定する周南市市ড়参画推進審議会（以下「推進審議会」という。）に会শ

及びౢ会শを置き、委員の൩選によりこれを定める。 
２ 会শは、会務を総৶し、推進審議会を代表する。 
３ ౢ会শは、会শを拙拵し、会শに事採があるとき、又は会শがಳけたときは、その職務を代৶す

る。 

（推進審議会の会議） 
第 11 条 会শは、推進審議会の会議（以下「会議」という。）をഃ集し、その議শとなる。 
２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 
３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可౯同数のときは、議শの決するところによる。 
４ 推進審議会は、必要があるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明や意ৄを聴くこ

とができる。 

（推進審議会の庶務） 
第 12 条 推進審議会の庶務は、市ড়参画担当課において叀৶する。 

（推進審議会の運営） 
第 13 条 前３条に定めるもののほか、推進審議会の運営に関し必要な事項は、会শが推進審議会に諮

って定める。 
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（その他） 
第 14 条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市শが別に定める。 

 
附 則 
この規則は、平成 19 ফ４月１日から施ষする。 
別記様式第１号（第３条関係） 
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別記様式第１号（第３条関係） 

 
緊急叀৶৶厩書 

 
提出日   ফ  月  日  
担当課名（        ） 

１ 市ড়参画を実施しなかった施策の名称 

２ 市ড়参画を実施しなかった施策の内容 

３ 市ড়参画を実施しなかった৶厩 

 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

匊成 29 ফ২ 
市ড়参画実施状況ফ次報卪書 

匊成 30 ফ 9 াষ 
周南市地域振興部地域づくり推進課 

〒745-8655 周南市岐山通 1-1 
TEL    0834-22-8412 
FAX    0834-22-8428 
E-mail  kyodo@city.shunan.lg.jp 

 ؛本ফ次報卪は市内各公共施設ृؚ市ームঌージで公開していますپ


